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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

第一部 【企業情報】

回次 第53期中 第54期中 第55期中 第53期 第54期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

(1) 連結経営指標等

売上高 (百万円) 18,045 19,303 19,165 39,582 42,595

経常利益 (百万円) 1,479 1,783 1,035 3,869 4,094

中間(当期)純利益 (百万円) 725 945 228 2,403 2,523

純資産額 (百万円) 27,466 30,058 31,103 29,399 31,536

総資産額 (百万円) 39,104 42,680 43,491 43,182 45,357

１株当たり純資産額 (円) 1,171.74 1,266.01 1,303.83 1,245.40 1,327.87

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 31.08 40.10 9.66 100.96 106.94

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 30.85 39.78 9.60 100.09 106.19

自己資本比率 (％) 70.2 70.0 71.1 68.1 69.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,638 645 520 2,768 1,829

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,468 △737 △439 △3,217 △1,760

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △40 △379 △256 △166 △652

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 6,430 5,600 5,403 5,762 5,538

従業員数 
[外、平均臨時 
従業員数]

(人)
1,202 
[175]

1,285
[226]

1.344
[248]

1,195 
[196]

1,287
[230]

(2) 提出会社の経営指標等

売上高 (百万円) 12,533 13,027 12,823 28,361 29,204

経常利益 (百万円) 978 1,383 962 2,698 3,111

中間(当期)純利益又は 
中間純損失（△）

(百万円) 441 803 △232 1,689 2,152

資本金 (百万円) 6,778 6,830 6,884 6,823 6,837

発行済株式総数 (株) 23,499,894 23,641,894 23,750,394 23,623,894 23,662,894

純資産額 (百万円) 24,443 26,082 26,155 25,741 27,219

総資産額 (百万円) 33,160 35,273 35,029 36,313 37,656

１株当たり配当額 (円) 9.00 11.00 12.00 20.00 22.00

自己資本比率 (％) 73.7 73.9 74.7 70.9 72.3

従業員数 
[外、平均臨時 
従業員数]

(人)
573 
[59]

611
[61]

649
[76]

572 
[58]

605
[60]



(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 提出会社の「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失（△）」及び「潜在株

式調整後１株当たり中間(当期)純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略して

おります。 

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年9月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針（企業会計基

準適用指針第８号）を適用しております。 

  



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループが営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。 

２ 研究開発部門及び管理部門を「全社(共通)」に含めております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループには、下記の労働組合が組織されております。 

 
労使関係は相互信頼に基づき、安定した状態にあり、特記すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

環境試験事業
951
[205]

電子デバイス装置事業
215
[21]

その他事業
23
[7]

全社(共通)
155
[15]

合計
1,344
[248]

従業員数(人)
649
[76]

組合名 エスペック労働組合(昭和42年４月６日結成)

組合員数      703人(平成19年９月30日現在)

所属上部団体 ジェイ・エイ・エム(ＪＡＭ)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の好調さを背景に設備投資や雇用環境が堅調に

推移するなど、景気は緩やかな回復傾向が続いておりますが、引き続き原材料価格の高騰や米国経済の

減速懸念といった不透明感は残っております。 

こうしたなか当社グループは、自動車やエレクトロニクスといった成長・好調市場への取組みを一層

推進するとともに、中国やEUといった重点戦略地域における販売強化にも注力してまいりました。 

しかしながら、LCD市況や半導体市況における設備投資の中止・先送りの動きは当社見込み以上に大

きく、関わりの深い電子デバイス装置事業の業績が大きな影響をうけました。 

また、半導体洗浄装置の製造・販売を手がけるエスペックセミテクノロジ株式会社につきまして、製

品の改良・改善、コスト削減や販売強化に取組みましたものの、半導体市場の設備投資の減速と競争の

激化により、今後の業績の回復が見込めないことから、同社株式を取得した際に発生いたしました「の

れん」を全額減損処理いたしました。 

そして、こうした当社を取り巻く事業環境の変化により、経営資源の有効活用と事業の選択集中の観

点から、今年度の事業開始に向け準備をしてまいりました新規事業開発を中止したことにより、新規事

業開発損失を計上いたしました。 

こうした結果、遺憾ながら、受注高・売上高・営業利益・中間純利益すべてにおいて、前年同期を下

回る結果となりました。 

  

 
  

事業の種類別セグメントにつきましては、次のとおりであります。 

①環境試験事業 

環境試験器につきましては、自動車やエレクトロニクスといった成長・好調市場への取組みを強化し

てまいりました。特に自動車市場に対しては、専任組織の設置や主要メーカーのニーズにミートした製

品提案を行うなど販売拡大にむけて取組んでまいりました。 

また、中国やEUといった重点戦略地域での戦略要員の増強や非日系企業開拓に向けた販売支援の強

化、さらには環境試験器の需要が拡大する新興国での販売展開を推進するなど積極的に経営資源を投入

していくことで、グローバルシェアアップに向けた活動を進めてまいりました。 

これにより、売上につきましては堅調に推移したものの、原材料価格の高騰や販売費および一般管理

費の増加による利益率の悪化があったことなどから、前年同期比で減益となりました。 

また、アフターサービス・エンジニアリングにつきましては、お客さまの試験設備移設に伴う周辺工

事の拡大により前年同期比で増収増益となりました。 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増減率

百万円 百万円 ％

受注高 22,627 18,401 △18.7

売上高 19,303 19,165 △0.7

営業利益 1,685 1,055 △37.4

経常利益 1,783 1,035 △42.0

中間純利益 945 228 △75.8



受託試験・レンタルにつきましては、新たに開設した新試験所を中心に好調な自動車市場向けに積極

的な営業活動を展開したことなどにより、前年同期比で増収増益となりました。 

こうした結果、環境試験事業全体では、増収となったものの、特に環境試験器の影響により減益とな

りました。 

  

 
  

②電子デバイス装置事業 

FPD装置事業につきましては、LCD市況の低下によるLCDメーカー各社の設備投資の中止・先送りな

ど、厳しい事業環境が続いております。特に中国LCDメーカーでの設備投資計画の中止・変更による影

響が大きく、新規市場の開拓やエージング装置の拡販に努めてまいりましたものの、受注・売上ともに

大幅に減少いたしました。利益面につきましては、国際調達による現地化の推進など収益向上に向けた

積極的な取組みを展開してまいりましたものの、売上の減少による原価率の悪化により営業損失となり

ました。 

半導体装置事業につきましては、バーンイン装置において、DRAM価格の低下による半導体メーカー各

社の設備投資の抑制の影響を大きく受け、厳しい受注環境となりました。売上につきましては、DRAM用

バーンイン装置の前期受注残の売上計上による業績への貢献もあり、前年同期比で増収となりました。

営業利益につきましては、特に半導体洗浄装置の販売不振により前年同期比で減益となりました。 

こうした結果、電子デバイス装置事業全体ではFPD装置ならびに半導体洗浄装置の収益悪化により減

収減益となりました。 

  

 
  

③その他事業 

その他事業では、既存事業とのシナジー効果の期待できる成長分野に対し、経営資源の投入を行い、

将来の収益源となり得る新たな事業の開発・創造を推進しております。また、当事業セグメントには、

環境エンジニアリング事業が含まれております。 

当事業の受注高・売上高・営業利益は、全て前年同期比を上回りました。 

なお、前中間期受注高がマイナスとなっておりますのは、セグメント変更を行ったことにより、その

前の期の受託試験・レンタルに係る受注残高を、環境試験事業に振り替えたためであります。 

  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増減率

百万円 百万円 ％

受注高 15,225  14,679 △3.6

売上高 13,860 14,294 3.1

営業利益 1,355 1,261 △6.9

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増減率

百万円 百万円 ％

受注高 7,493 3,212 △57.1

売上高 5,406 4,657 △13.9

営業利益 399 △189 －

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増減率

百万円 百万円 ％

受注高 △34 602 －



 
  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①日本 

日本では、環境試験事業が自動車やエレクトロニクス市場といった成長・好調市場を中心に堅調に推

移しましたものの、LCDや半導体市況の悪化に伴う設備投資の中止・先送りの影響を受け、売上高は

17,320百万円（前中間連結会計期間比0.3％減）となりました。営業利益につきましては、LCDや半導体

市況と特に関わりの深い電子デバイス装置事業の影響を大きく受け、952百万円（前中間連結会計期間

比33.9%減）となりました。 

  

②アジア 

アジアでは、環境試験器の製造・販売会社である「上海愛斯佩克環境設備有限公司」および環境試験

器の販売会社である「愛斯佩克環境儀器（上海）有限公司」の中国関係会社は堅調に推移しましたもの

の、FPD装置等の製造・販売会社である「ESPEC KOREA CORP.」においてLCD市況悪化の影響を大きく受

けたことにより、売上高は1,380百万円（前中間連結会計期間比6.9%減）となりました。営業利益につ

きましては、特に「ESPEC KOREA CORP.」における利益率悪化の影響が大きく、83百万円（前中間連結

会計期間比50.8%減）となりました。 

  

③米国 

米国では、環境試験器の製造・販売会社である「ESPEC NORTH AMERICA, INC.」の受注が自動車市場

を中心に堅調に推移しましたものの、前期受注残高が少なかった影響もあり、売上高は1,307百万円

（前中間連結会計期間比2.8％減）となりました。営業利益につきましては、原価率悪化の影響により

17百万円（前中間連結会計期間比76.0％減）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、520百万円の資

金の増加となりました。その主な要因は、売上債権の減少1,703百万円、減価償却の計上535百万円、仕

入債務の減少1,094百万円、法人税等の支払823百万円などによるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、439百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、有

形・無形固定資産の取得による支出757百万円、定期預金の払戻しによる収入170百万円、投資有価証券

の売却及び償還による収入135百万円などによるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、256百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、配

当金の支払額258百万円などによるものであります。 

 これらの結果により現金及び現金同等物の中間期末残高は5,403 百万円となり、前期末と比べ134百

万円の減少となりました。   

  

売上高 339 390 14.9

営業利益 △69 △16 －



２ 【受注及び販売の状況】 

当中間連結会計期間における受注実績及び販売実績は、次のとおりであります。 

(1) 受注実績 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 販売実績 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同期増減率

(％)
受注残高(百万円)

前年末増減率 
(％)

環境試験事業 14,679 △3.6 4,149 10.2

電子デバイス装置事業 3,212 △57.1 3,608 △28.6

その他事業 602 ― 234 983.5

 計 18,495 △18.5 7,992 △9.6

消去 △93 ― △23 ―

合計 18,401 △18.7 7,968 △8.8

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期増減率(％)

環境試験事業 14,294 3.1

電子デバイス装置事業 4,657 △13.9

その他事業 390 14.9

 計 19,342 △1.3

消去 △176 ―

合計 19,165 △0.7



３ 【対処すべき課題】 

当社グループは、2006年度から2010年度までを実施期間とした第二次経営革新計画「エスペックＧカ

ンパニープラン」を策定しております。当計画では、革新的技術の創造により「世界優良企業への雄

飛」と「環境先進企業の実現」を目指しております。 

なお、「エスペックＧカンパニープラン」における2010年度の連結数値目標等につきましては、当社

を取り巻く環境および事業の状況の変化を踏まえ、現在見直しを行っており、通期決算発表での開示を

予定しております。 

  

成長戦略として、下記の4つの開発を推進しております。 

＜４つの開発＞ 

・技術開発 

「環境配慮技術」、「ネットワーク技術」、「信頼性シミュレーション技術」、「実環境シミュレ

ーション技術」といった重点開発テーマに対して戦略投資を行ってまいります。当中間期は、国家プ

ロジェクトへの参画などアライアンスにより先端技術の開発に努めるとともに、新たな基幹製品創出

に向けた開発を進めてまいりました。 

・人材開発 

教育システムの充実やキャリア開発支援制度の導入などにより、経営の視点で事業をプロデュース

できる「マネジメント人材」と、高度な専門能力を持つ「スペシャリスト人材」の育成に努めてまい

ります。これにより、社員満足の向上と、高付加価値創造による顧客満足の向上を図ってまいりま

す。当中間期は、教育環境の一層の充実を図るため、工場敷地内に「福知山研修センター」を新たに

設置いたしました。今後も社員満足の向上と、高付加価値創造による顧客満足の向上を図ってまいり

ます。 

・事業開発 

今後成長性と収益性が期待できる分野を対象に、外部経営資源を積極的に開拓し、新たなビジネス

モデルを構築いたします。また、次世代の需要をいち早くキャッチし、現場の課題やニーズを経営や

企業活動にフィードバックするなど積極的な事業開発、技術開発を推し進めてまいります。 

・市場開発 

国内におきましては、販売体制の再構築と間接業務集約による営業活動の効率化を図り、カーエレ

クトロニクスなどの好調市場への競争力を強化いたします。また、海外におきましては、重要戦略地

域である中国やＥＵにおいて、新規顧客の開拓を推進するなど、さらなるシェア拡大を目指してまい

ります。当中間期は、自動車市場からの増加する受託試験ニーズに対応して前期に開設した豊田試験

所の一層の設備充実や、分析事業の立ち上げを行いました。 

  

体質の転換を図り、上記の戦略を推進させる基盤づくりとして、下記の2つの改革に取組んでおりま

す。 

＜２つの改革＞ 

・モノづくり改革 

製品開発から生産にいたるすべてのプロセスにおいて改革、改善活動を展開し、コストダウンや品

質の向上、リードタイムの短縮を追求してまいります。当中間期は、生産工程において、正確な手順

を具体的に表示することで作業の標準化を図るデジタルナビの確立、および進捗状況の把握と時間管

理の徹底により、作業効率を高める生産進捗管理システムの導入を行いました。 

  



・オペレーション改革 

すべての業務において、全体 適の観点から標準化・簡素化を進めるとともに、実務と基幹情報シ

ステムとの 適化を図ります。これにより、間接業務の削減と業務効率の向上を目指してまいりま

す。当中間期は、オペレーション改革室の機能を強化いたしました。また、営業マンが直接、製品在

庫状況を確認・予約することができる自動予約・受注システムを導入し、営業・生産部門双方の間接

業務の削減を図りました。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 



５ 【研究開発活動】 

エスペックでは研究開発活動としてコア技術である環境創造技術と計測技術、メカトロ技術の組合せや

個々の技術の深耕、新規技術の導入により、新たな環境試験装置・検査システム・熱処理システムの開

発、環境試験装置を用いた信頼性評価技術・新素材の評価技術の研究、省エネルギー・脱フロン・製品リ

サイクルといった環境負荷低減技術の開発を行っています。当中間連結会計期間における研究開発費は

1,055百万円であり、事業セグメント別研究開発活動の成果および研究開発費は次のようになります。 

  

環境試験事業 

(1) 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO技術開発機構）からの委託を受

け、高温鉛はんだ代替技術開発のプロジェクトに参加し、RoHS規制に対応した高温はんだ

の鉛フリー化技術の開発および信頼性評価の研究を平成17年度より継続実施しました。  

(2) 経済産業省の地域新生コンソーシアム研究開発事業に参加し、高信頼性電子デバイス生産

システムの研究の開発を昨年度より継続実施しました。  

(3) コンパクト設計で移動がしやすく、生産ラインの変更や多品種・小ロット生産への対応に

優れた、小型クリーンオーブンを開発いたしました。  

(4) 経済産業省よりフラットパネルディスプレイの環境試験規格の国際標準化推進化に対し

て、平成19年度産業技術局長賞を受賞いたしました。 

  

 当事業における研究開発費の金額は、505百万円であります。 

  

電子デバイス装置事業 

  

(1) ガラス基板の大型化が進む液晶ディスプレイ（LCD）の製造用熱処理装置として、第10世

代ガラス基板（2850mm×3050mm）に対応した装置を開発中です。さらにお客様の生産性向

上に貢献するため、歩止まりの向上、省エネルギー、ランニングコストの低減、タクトタ

イムの短縮などにつながる技術開発に取り組んでいます。   

(2) ＴＤＤＢ（酸化膜経時破壊）評価システムおよび半導体パラメータ（ＦＥＴ、バイポーラ

トランジスタ特性評価）評価システムの後継機種を開発中です。開発済みのエレクトロマ

イグレーション評価システムと同様にシンプル・省スペースコンセプトでより使いやすい

製品を目指しております。セミコンジャパン2007に出展いたしました。   

(3)  ＮＡＮＤ型フラッシュメモリに 適化を行うことで、デバイス評価時間を従来比で大幅

に短縮し試験効率を格段に向上したフラッシュメモリ評価システムの海外向けモデルを追

加し、セミコンジャパン2007にもパネル展示いたしました。  

  

当事業における研究開発費の金額は、547百万円であります。 

  

その他事業においては、１百万円の研究開発費を支出しております。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 提出日現在の発行数には、平成19年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

種類
中間会計期間末現在 

発行数(株) 
(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月27日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 23,750,394 23,750,394

東京証券取引所
 市場第一部 
大阪証券取引所 
 市場第一部

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

計 23,750,394 23,750,394 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

新株予約権 

第２回新株予約権 

  

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

  

 
  

  また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる

場合、または当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができるものと

する。 

  

株主総会決議日(平成15年６月25日)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数    55個 (注)１    55個 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 55,000株 55,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり747円 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成17年７月１日～
平成20年６月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  747円
資本組入額 374円

同左

新株予約権の行使の条件

対象者は、権利行使時におい

て、当社または当社子会社の

取締役、執行役員もしくは従

業員の地位にあることを要す

る。ただし、当社または当社

子会社の取締役もしくは執行

役員を任期満了により退任し

た場合、定年退職その他正当

な理由のある場合にはこの限

りでない。 

対象者は、一度の手続きにお

いて割当を受けた新株予約権

の全部または一部を行使する

ことができる。ただし、権利

行使は１個単位とする。 

新株予約権者の相続人による

当該新株予約権の行使は認め

ない。 

その他権利行使に関する条件

については、本総会および新

株予約権発行の取締役会決議

に基づき、当社と対象者の間

で締結する新株予約権割当契

約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取

締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率



第３回新株予約権 

  

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

  

 
  

  また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる

場合、または当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができるものと

する。 

  

株主総会決議日(平成17年６月24日)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数 4,290個 (注)１  4,290個 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 429,000株 429,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり1,266円 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日～
平成22年６月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 1,266円
資本組入額  633円

同左

新株予約権の行使の条件

対象者は、権利行使時におい

て、当社または当社子法人等

の役員もしくは従業員の地位

にあることを要する。ただ

し、当社または当社子法人等

の役員を任期満了により退任

した場合、定年退職その他正

当な理由のある場合にはこの

限りでない。 

対象者は、一度の手続きにお

いて割当を受けた新株予約権

の全部または一部を行使する

ことができる。ただし、権利

行使は１個単位とする。 

新株予約権者の相続人による

当該新株予約権の行使は認め

ない。 

その他権利行使に関する条件

については、本総会および新

株予約権発行の取締役会決議

に基づき、当社と対象者との

間で締結する新株予約権割当

契約に定めるものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取

締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率



(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
(注) 当社取締役、当社監査役、当社執行役員、当社従業員、当社子会社の取締役および当社子会社の従業員に対し

て付与されたストックオプション（第1回新株予約権 発行価格547円 資本組入額274円、第2回新株予約権 

発行価格747円 資本組入額374円、第3回新株予約権 発行価格1,266円 資本組入額633円）の権利行使に伴う

新株発行であります。 

なお、平成19年10月1日から平成19年11月30日までの間に、発行済株式総数、資本金、資本準備金は増加してお

りません。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日

87,500 23,750,394 46 6,884 46 7,125



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

 
２ 平成19年11月7日付（報告義務発生日 平成19年10月31日）で野村アセットマネジメント株式会社、平成19

年11月22日付（報告義務発生日 平成19年11月15日）で株式会社みずほコーポレート銀行（3名連名による

共同保有）から大量保有報告書が関東財務局長に提出されておりますが、当社としては当中間会計期間末現

在の実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、大量保有報告書の内容は、次のとおりであります。 

  

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,816 7.65

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,331 5.61

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号
日本生命証券管理部内

929 3.92

エスペック取引先持株会 大阪市北区天神橋３丁目５番６号 853 3.59

株式会社みずほコーポレート銀
行

東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 713 3.00

ゴールドマン・サックス・イン
ターナショナル 
(常任代理人 
ゴールドマン・サックス証券株
式会社)

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.K
(東京都港区六本木6丁目10番1号六本木
ヒルズ森タワー)

566 2.39

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１丁目13番１号 546 2.30

エスペック従業員持株会 大阪市北区天神橋３丁目５番６号 530 2.23

小山栄一 大阪府吹田市 400 1.69

資産管理サービス信託銀行株式
会社

東京都中央区晴海１丁目８番12号晴海ア
イランドトリトンスクエアオフィスタワ
ーZ棟

363 1.53

計 ― 8,052 33.90

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 998千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 780千株

資産管理サービス信託銀行株式会社 363千株

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

野村アセットマネジメント株式
会社

東京都中央区日本橋一丁目12番1
号

1,661 7.00

株式会社みずほコーポレート銀
行 
(3名連名による共同保有)

東京都千代田区丸の内一丁目
3番3号

1,074 4.52



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式30株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 
普通株式 
     49,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

23,678,200
236,782 同上

単元未満株式
普通株式

23,194
― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 23,750,394 ― ―

総株主の議決権 ― 236,782 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
エスペック株式会社

大阪市北区天神橋３丁目
５番６号

49,000 ― 49,000 0.21

計 ― 49,000 ― 49,000 0.21

月別
平成19年 
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 1,535 1,714 1,811 2,005 1,947 1,439

最低(円) 1,459 1,515 1,676 1,769 1,255 738



３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

(1) 退任役員 

 
(注)  廣 信義氏は、平成19年12月1日付けで常務執行役員に就任しております。 

  

(2) 役職の異動 

役名 職名 氏名 退任年月日

代表取締役社長 ― 野路井  達 平成19年11月1日

常勤監査役 ― 廣    信義 平成19年11月30日

新役名および職名 旧役名および職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長 ― 代表取締役 ― 進   信義 平成19年11月1日

取締役 常務執行役員 取締役 ― 檜作榮四郎 平成19年12月1日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年

９月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに中

間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金 ※２ 4,187 4,267 4,143

   受取手形及び売掛金 ※５ 15,169 16,210 17,984

   有価証券 1,099 499 699

   たな卸資産 3,555 3,610 3,207

   その他 1,877 2,441 2,412

   貸倒引当金 △9 △28 △13

    流動資産合計 25,880 60.6 27,002 62.1 28,433 62.7

Ⅱ 固定資産

   有形固定資産 ※１

    建物及び構築物 ※２ 4,045 4,617 4,331

    土地 ※２ 4,526 4,524 4,524

    その他 1,541 10,113 23.7 1,131 10,273 23.6 1,187 10,042 22.1

   無形固定資産 1,965 4.6 1,360 3.1 1,911 4.2

   投資その他の資産

    投資有価証券 ※２ 2,922 3,141 3,285

    その他 1,977 1,972 1,867

    貸倒引当金 △178 4,720 11.1 △258 4,854 11.2 △182 4,971 11.0

    固定資産合計 16,799 39.4 16,488 37.9 16,924 37.3

    資産合計 42,680 100.0 43,491 100.0 45,357 100.0



 

  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形及び買掛金
※２ 
※５

6,798 6,710 7,770

   短期借入金 ※２ 400 405 430

   賞与引当金 529 570 542

   役員賞与引当金 19 10 52

   製品保証引当金 265 260 274

   その他 2,768 2,033 3,103

   流動負債合計 10,782 25.3 9,990 23.0 12,174 26.8

Ⅱ 固定負債

   長期借入金 ※２ 508 474 478

   退職給付引当金 453 188 359

   役員退職慰労引当金 － 85 －

   その他 877 1,648 808

   固定負債合計 1,839 4.3 2,397 5.5 1,647 3.6

   負債合計 12,621 29.6 12,387 28.5 13,821 30.5

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

   資本金 6,830 16.0 6,884 15.8 6,837 15.1

   資本剰余金 7,107 16.7 7,161 16.5 7,115 15.7

   利益剰余金 15,728 36.8 17,017 39.1 17,048 37.6

   自己株式 △51 △0.1 △52 △0.1 △51 △0.1

   株主資本合計 29,614 69.4 31,010 71.3 30,949 68.2

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

340 0.8 472 1.1 374 0.8

   土地再評価差額金 △29 △0.1 △797 △1.8 △32 △0.1

   為替換算調整勘定 △55 △0.1 216 0.5 64 0.1

   評価・換算差額等 
   合計

254 0.6 △108 △0.2 406 0.9

Ⅲ 少数株主持分 188 0.4 201 0.5 179 0.4

   純資産合計 30,058 70.4 31,103 71.5 31,536 69.5

   負債及び純資産合計 42,680 100.0 43,491 100.0 45,357 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 19,303 100.0 19,165 100.0 42,595 100.0

Ⅱ 売上原価 12,711 65.9 12,848 67.0 27,743 65.1

   売上総利益 6,592 34.1 6,317 33.0 14,851 34.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 4,906 25.4 5,262 27.5 10,921 25.6

   営業利益 1,685 8.7 1,055 5.5 3,930 9.2

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 21 18 36

   受取配当金 18 97 34

   持分法による投資利益 87 97 165

   その他 79 205 1.1 79 293 1.5 134 369 0.9

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 17 15 34

   営業外手数料 11 5 13

   為替差損 25 24 34

   たな卸資産廃棄損 30 49 67

   新規事業開発損失 － 196 －

   その他 21 107 0.6 22 313 1.6 55 205 0.5

   経常利益 1,783 9.2 1,035 5.4 4,094 9.6



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益

   貸倒引当金戻入益 5 － 2

   投資有価証券売却益 5 6 5

   退職給付制度移行益 － 102 －

   事業譲渡益 － － 69

   製品保証引当金戻入益 － － 8

   受取補償金 － 10 0.1 － 109 0.6 46 131 0.3

Ⅶ 特別損失

   固定資産除却損 2 14 70

   減損損失 ※３ 6 432 11

   役員退職慰労金 40 － 40

   関係会社出資金評価損 6 － －

   貸倒引当金繰入額 － 109 5

   役員退職慰労引当金 
   繰入額

－ 85 －

   投資有価証券評価損 － 233 93

   関係会社清算損 － 55 0.3 － 876 4.6 10 231 0.5

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益

1,739 9.0 267 1.4 3,994 9.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

※２ 778 27 1,422

   法人税等調整額 － 778 4.0 － 27 0.1 25 1,447 3.4

   少数株主利益 14 0.1 11 0.1 24 0.1

   中間(当期)純利益 945 4.9 228 1.2 2,523 5.9



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 6,823 7,101 15,078 △50 28,952

中間連結会計期間中の変動額

 ストックオプション権利行使に 
 伴う新株の発行

6 6 12

 剰余金の配当 △259 △259

 役員賞与 △48 △48

 中間純利益 945 945

 自己株式の取得 △0 △0

 自己株式の処分 0 0

 連結子会社の増加に伴う剰余金 
 増加高

51 51

 連結子会社の増加に伴う剰余金 
 減少高

△40 △40

 その他 0 1 1

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

6 6 650 △0 662

平成18年９月30日残高(百万円) 6,830 7,107 15,728 △51 29,614

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価 
差額金

為替換算
調整勘定

平成18年３月31日残高(百万円) 529 △26 △55 230 29,630

中間連結会計期間中の変動額

 ストックオプション権利行使に 
 伴う新株の発行

12

 剰余金の配当 △259

 役員賞与 △48

 中間純利益 945

 自己株式の取得 △0

 自己株式の処分 0

 連結子会社増加に伴う剰余金 
 増加高

51

 連結子会社増加に伴う剰余金 
 減少高

△40

 その他 1

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△189 △3 0 △42 △234

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△189 △3 0 △42 427

平成18年９月30日残高(百万円) 340 △29 △55 188 30,058



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 6,837 7,115 17,048 △51 30,949

中間連結会計期間中の変動額

 ストックオプション権利行使に 
 伴う新株の発行

46 46 92

 剰余金の配当 △259 △259

 中間純利益 228 228

 自己株式の取得 △0 △0

 自己株式の処分 0 0 0

 その他 0 0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

46 46 △31 △0 61

平成19年９月30日残高(百万円) 6,884 7,161 17,017 △52 31,010

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価 
差額金

為替換算
調整勘定

平成19年３月31日残高(百万円) 374 △32 64 179 31,536

中間連結会計期間中の変動額

 ストックオプション権利行使に 
 伴う新株の発行

92

 剰余金の配当 △259

 中間純利益 228

 自己株式の取得 △0

 自己株式の処分 0

 その他 0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

97 △764 151 21 △493

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

97 △764 151 21 △432

平成19年９月30日残高(百万円) 472 △797 216 201 31,103



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 6,823 7,101 15,078 △50 28,952

連結会計年度中の変動額

 ストックオプション権利行使に 
 伴う新株の発行

13 13 27

 剰余金の配当 △518 △518

 役員賞与 △48 △48

 当期純利益 2,523 2,523

 自己株式の取得 △1 △1

 自己株式の処分 0 0 0

 連結子会社増加に伴う剰余金 
 増加高

51 51

 連結子会社増加に伴う剰余金 
 減少高

△40 △40

 その他 4 4

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

13 13 1,970 △1 1,997

平成19年３月31日残高(百万円) 6,837 7,115 17,048 △51 30,949

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価 
差額金

為替換算
調整勘定

平成18年３月31日残高(百万円) 529 △26 △55 230 29,630

連結会計年度中の変動額

 ストックオプション権利行使に 
 伴う新株の発行

27

 剰余金の配当 △518

 役員賞与 △48

 当期純利益 2,523

 自己株式の取得 △1

 自己株式の処分 0

 連結子会社増加に伴う剰余金 
 増加高

51

 連結子会社増加に伴う剰余金 
 減少高

△40

 その他 4

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△154 △6 120 △51 △91

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△154 △6 120 △51 1,905

平成19年３月31日残高(百万円) 374 △32 64 179 31,536



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

1,739 267 3,994

   減価償却費 463 535 976

   減損損失 6 432 11

   投資有価証券評価損 ― 233 ―

   関係会社出資金評価損 6 ― ―

   貸倒引当金の増減額 △3 124 4

   退職給付引当金の減少額 △73 △171 △168

   役員賞与引当金の増減額 19 △42 52

   役員退職慰労引当金の増加額 ― 85 ―

   受取利息及び受取配当金 △39 △116 △70

   支払利息 17 15 34

   有価証券売却益 △9 △11 △3

   有価証券売却損 17 1 22

   持分法による投資利益 △87 △97 △165

   売上債権の増減額 1,510 1,703 △1,262

   たな卸資産の増加額 △367 △370 △80

   仕入債務の減少額 △1,138 △1,094 △189

   役員賞与の支払額 △50 ― △50

   その他 △490 △310 272

    小計 1,519 1,185 3,379

   利息及び配当金の受取額 130 171 153

   利息の支払額 △17 △13 △32

   法人税等の支払額 △985 △823 △1,670

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

645 520 1,829



前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   定期預金の預入れによる支出 △5 △3 △145

   定期預金の払戻しによる収入 9 170 12

   有価証券の売却及び償還に 
   よる収入 69 ― 168

   有形・無形固定資産の取得 
   による支出 △647 △757 △1,368

   投資有価証券の取得による支出 △610 △56 △1,037

   投資有価証券の売却及び 
   償還による収入 591 135 604

   子会社株式の追加取得に 
   よる支出 △51 ― △51

   子会社への出資による支出 △102 ― △102

   貸付金の実行による支出 ― △2 △7

   貸付金の回収による収入 8 1 33

   その他 1 72 133

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△737 △439 △1,760

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   短期借入による収入 375 404 773

   短期借入金の返済による支出 △457 △424 △856

   長期借入による収入 20 ― 20

   長期借入金の返済による支出 △18 △41 △44

   転換社債の償還による支出 △50 ― △50

   配当金の支払額 △258 △258 △519

   少数株主への配当金の支払額 △1 △28 △1

   自己株式の取得による支出 △0 △0 △1

   自己株式の売却による収入 0 0 0

   株式の発行による収入 12 92 27

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△379 △256 △652

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
    係る換算差額

△2 40 47

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  減少額

△473 △134 △535

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

5,762 5,538 5,762

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び 
  現金同等物の増加額

311 ― 311

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

5,600 5,403 5,538



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

(1) 連結子会社の数 12社

  主要な連結子会社名

  エスペックエンジニア

リング㈱

  ESPEC NORTH AMERICA, 

INC.(米国) 

前連結会計年度におい

て非連結子会社であっ

たエスペックＩＣＦ㈱

及び谷口科学㈱と大分

谷口科学㈱が合併し、

設立されたエスペック

九州㈱は、重要性が増

したことにより当中間

連結会計期間より連結

の範囲に含めておりま

す。

(1) 連結子会社の数 12社

  主要な連結子会社名

  エスペックエンジニア

リング㈱

  ESPEC NORTH AMERICA, 

INC.(米国) 

 

(1) 連結子会社の数 12社

  主要な連結子会社名

  エスペックエンジニア

リング㈱

  ESPEC NORTH AMERICA, 

INC.(米国) 

前連結会計年度におい

て非連結子会社であっ

たエスペックＩＣＦ㈱

及び谷口科学㈱と大分

谷口科学㈱が合併し、

設立されたエスペック

九州㈱は、重要性が増

したことにより当連結

会計年度より連結の範

囲に含めております。

(2) 主要な非連結子会社の

名称等

  主要な非連結子会社は

ESPEC（MALAYSIA）

SDN.BHD.であります。

(2) 主要な非連結子会社の

名称等

  主要な非連結子会社は

ESPEC EUROPE GmbHで

あります。

  

(2) 主要な非連結子会社の

名称等

     同左

  (連結の範囲から除い

た理由)

  非連結子会社は、いず

れも小規模会社であ

り、合計の総資産、売

上高、中間純損益及び

利益剰余金(持分に見

合う額)等は、いずれ

も中間連結財務諸表に

重要な影響を及ぼして

いないためでありま

す。

  (連結の範囲から除い

た理由)

同左

  (連結の範囲から除い

た理由)

  非連結子会社は、いず

れも小規模会社であ

り、合計の総資産、売

上高、当期純損益(持

分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれも

連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていない

ためであります。

２ 持分法の適用に関

する事項

(1) 持分法適用の非連結子

会社数     なし

(1) 持分法適用の非連結子

会社数     なし

(1) 持分法適用の非連結子

会社数     なし

(2) 持分法適用の関連会社

数      １社 

広州愛斯佩克環境儀器

有限公司であります。

(2) 持分法適用の関連会社

数      １社 

   同左

(2) 持分法適用の関連会社

数      １社 

    同左

(3) 持分法を適用していな

い非連結子会社(ESPEC

（MALAYSIA）SDN.BHD.

他)は、それぞれ中間

純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体とし

ても重要性がないた

め、持分法の適用範囲

から除外しておりま

す。

(3) 持分法を適用していな

い 非 連 結 子 会 社

(ESPEC EUROPE GmbH

他)は、それぞれ中間

純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体とし

ても重要性がないた

め、持分法の適用範囲

から除外しておりま

す。

(3) 持分法を適用していな

い 非 連 結 子 会 社

(ESPEC EUROPE GmbH

他)は、当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、

かつ全体としても重要

性がないため、持分法

の適用範囲から除外し

ております。



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 連結子会社の(中

間)決算日等に関

する事項

連結子会社のうち、中間決

算日が６月30日のESPEC 

NORTH AMERICA,INC.、

ESPEC (CHINA) LIMITED(香

港)、愛斯佩克環境儀器(上

海)有限公司、上海愛斯佩

克環境設備有限公司および

ESPEC KOREA CORP.は、同

日現在の中間財務諸表を使

用し、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整

を行っております。

同左 連結子会社のうち、決算日

が12月31日のESPEC NORTH 

AMERICA,INC.、ESPEC 

(CHINA) LIMITED(香港)、

愛斯佩克環境儀器(上海)有

限公司、上海愛斯佩克環境

設備有限公司およびESPEC 

KOREA CORP.は、同日現在

の財務諸表を使用し、連結

決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上

必要な調整を行っておりま

す。

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

 ① 有価証券

   その他有価証券のう

ち、時価のあるもの

は、中間決算日の市

場価格等に基づく時

価法(評価差額は、

全部純資産直入法に

より処理し、売却原

価は、移動平均法に

より算定)、時価の

ないものは、移動平

均法による原価法に

よっております。

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

 ① 有価証券

    同左

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

 ① 有価証券

   その他有価証券のう

ち、時価のあるもの

は、決算期末日の市

場価格等に基づく時

価法(評価差額は全

部純資産直入法によ

り処理し、売却原価

は移動平均法により

算定)、時価のない

ものは、移動平均法

による原価法によっ

ております。

 ② たな卸資産 

仕掛品は主として個

別法による原価法、

その他のたな卸資産

は主として総平均法

による原価法によっ

ております。

 ② たな卸資産 

  同左 

 

 ② たな卸資産 

  同左



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 ① 有形固定資産

   定率法によっており

ます。

   ただし、平成10年４

月１日以降に取得し

た建物(建物附属設

備を除く)は定額法

によっております。

   在外連結子会社は定

額法を採用しており

ます。

   なお、主な耐用年数

は以下のとおりであ

ります。

建物 15年～50年

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 ① 有形固定資産

   定率法によっており

ます。 

ただし、平成10年４

月１日以降に取得し

た建物(建物附属設

備を除く)は定額法

によっております。 

在外連結子会社は定

額法を採用しており

ます。 

なお、主な耐用年数

は以下のとおりであ

ります。 

建物 ５年～50年 

                  

（会計方針の変更） 

当社及び国内連結子

会社は、法人税法の

改正に伴い、当中間

連結会計期間から、

平成19年４月１日以

降に取得したものに

ついては、改正後の

法人税法に基づく方

法に変更しておりま

す。 

この変更による損益

及びセグメント情報

に与える影響は軽微

であります。 

                   

(追加情報） 

当社及び国内連結子

会社は、当中間連結

会計期間から、平成

19年３月31日以前に

取得したものについ

ては、償却可能限度

額まで償却が終了し

た翌年から５年間で

均等償却する方法に

よっております。 

これによる損益及び

セグメント情報に与

える影響は軽微であ

ります。

 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 ① 有形固定資産

   定率法によっており

ます。 

ただし、平成10年４

月１日以降に取得し

た建物(建物附属設

備を除く)は定額法

によっております。 

在外連結子会社は定

額法を採用しており

ます。 

なお、主な耐用年数

は以下のとおりであ

ります。 

建物 ５年～50年 

 

  

  



前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

 ② 無形固定資産 

定額法によっており

ます。なお、主な耐

用年数は以下のとお

りであります。 

自社利用のソフトウ

ェア     ５年

 ② 無形固定資産 

   同左

 ② 無形固定資産 

    同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

 ① 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる

損失に備えるため、

一般債権については

貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定

の債権については個

別に回収可能性を検

討し、回収不能見込

額を計上しておりま

す。

(3) 重要な引当金の計上基

準

 ① 貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

 ① 貸倒引当金

同左

 ② 賞与引当金

   従業員への賞与の支

払いに備えるため、

支給見込額基準によ

り計上しておりま

す。

 ② 賞与引当金

同左

 ② 賞与引当金

同左

 ③ 役員賞与引当金 

役員に対して支給す

る賞与の支出に充て

るため、当連結会計

年度における支給見

込額に基づき、当中

間連結会計期間に見

合う分を計上してお

ります。 

    

（会計方針の変更） 

 当中間連結会計期

間より「役員賞与に

関する会計基準」

（企業会計基準委員

会 平成17年11月29

日 企業会計基準第

４号）を適用してお

ります。 

 なお、この変更に

よる当中間連結会計

期間の損益に与える

影響は軽微でありま

す。

 ③ 役員賞与引当金 

役員に対して支給す

る賞与の支出に充て

るため、当連結会計

年度における支給見

込額に基づき、当中

間連結会計期間に見

合う分を計上してお

ります。

 ③ 役員賞与引当金 

役員に対する賞与の

支給に備えるため、

当連結会計年度にお

ける支給見込額を計

上しております。 

    

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度よ

り「役員賞与に関す

る会計基準」（企業

会計基準委員会 平

成17年11月29日 企

業会計基準第４号）

を適用しておりま

す。 

なお、この変更によ

る当連結会計年度の

損益に与える影響は

軽微であります。



前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

 ④ 製品保証引当金 

製品の保証期間に係

る無償のアフターサ

ービス費用の支出に

備えるため、売上高

に対する保証費用の

発生経験率に基づき

計上しております。

 ④ 製品保証引当金 

    同左

 ④ 製品保証引当金 

    同左

 ⑤ 退職給付引当金 

従業員への退職給付

に備えるため、当連

結会計年度末におけ

る退職給付債務及び

年金資産の見込額に

基づき、当中間連結

会計期間末に発生し

ていると認められる

額を計上しておりま

す。 

数理計算上の差異に

ついては、その発生

時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一

定の年数(10年)によ

る定率法により翌連

結会計年度から費用

処理しております。

 ⑤ 退職給付引当金 

  同左

 ⑤ 退職給付引当金 

従業員への退職給付

に備えるため、当連

結会計年度末におけ

る退職給付債務及び

年金資産の見込額に

基づき、必要額を計

上しております。 

数理計算上の差異に

ついては、その発生

時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一

定の年数(10年)によ

る定率法により翌連

結会計年度から費用

処理しております。

   (追加情報） 

従来、当社及び主要

な国内連結子会社

は、適格退職年金制

度を採用しておりま

したが、当中間連結

会計期間よりその一

部を確定拠出年金制

度へ移行し、「退職

給付制度間の移行等

に関する会計処理」

（企業会計基準適用

指針第１号）を適用

しております。この

移行に伴い特別利益

に「退職給付制度移

行益」を102百万円

計上しております。



前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

        ――――――  ⑥ 役員退職慰労引当金 

当社及び国内連結子

会社は、取締役会に

おいて退職慰労金制

度の廃止を決議して

おりますが、現任役

員の役員退職慰労金

制度廃止日までの就

任期間に対応する金

額を引当計上してお

ります。

        ――――――

    

（会計方針の変更） 

従来、当社及び国内

連結子会社は、役員

退職慰労金を支給時

に費用処理しており

ましたが、「租税特

別措置法上の準備金

及び特別法上の引当

金又は準備金並びに

役員退職慰労引当金

等に関する監査上の

取扱い」（監査・保

証実務委員会報告第

42号 平成19年４月

13日）の公表を契機

として、当中間連結

会計期間より現任役

員の役員退職慰労金

制度廃止日までの就

任期間に対応する金

額を引当計上する方

法に変更いたしまし

た。 

この変更により、過

年度相当額85百万円

を特別損失に計上し

ております。なお、

当中間連結会計期間

の発生額はありませ

ん。 

この結果、従来の方

法によった場合と比

較して、税金等調整

前中間純利益は85百

万円減少しておりま

す。 

 



前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

外貨建金銭債権債務

は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理しており

ます。なお、在外子会

社等の資産及び負債

は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用

は、期中平均相場によ

り換算し、換算差額は

純資産の部における為

替換算調整勘定及び少

数株主持分に含めて計

上しております。

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準   

同左

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

外貨建金銭債権債務

は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、換算差額は損益と

して処理しておりま

す。なお、在外子会社

等の資産及び負債は、

決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、

収益及び費用は、期中

平均相場により換算

し、換算差額は純資産

の部における為替換算

調整勘定及び少数株主

持分に含めて計上して

おります。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

  リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

については、通常の賃

貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっ

ております。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(5) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(6) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

  消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方

式によっております。

(6) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

  消費税等の会計処理

同左

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

  消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フ ロ ー 計 算

書)における資金

の範囲

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び取得日から３

ヶ月以内に満期日又は償還

期限の到来する容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスク

しか負わない短期投資から

なっております。

同左 同左



次へ 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（重要な外貨建の資産又は負債の 

 本邦通貨への換算の基準に関す 

 る追加情報） 

 在外子会社等の財務諸表項目のう

ち収益及び費用については、従来、

当該子会社等の中間決算日の直物為

替相場により円貨に換算しておりま

したが、前連結会計年度下期より期

中平均為替相場により円貨に換算す

る方法に変更いたしました。 

 この変更は、在外子会社等の収益

費用の重要性が増してきたことに伴

い、為替相場の変動による期間損益

への影響を平均化し、会計期間を通

じて発生する損益をより適切に中間

連結財務諸表に反映させるために行

ったものであります。 

 したがって前中間連結会計期間

は、従来の方法によっております

が、この変更による前中間連結会計

期間の損益に与える影響は軽微であ

ります。

     ─────── ───────



会計処理の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間連結会計期間より「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。また、従来の「資本の

部」の合計に相当する金額は29,869

百万円であります。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。

―――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 当連結会計年度より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。また、従来の「資本の

部」の合計に相当する金額は31,356

百万円であります。 

 なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

(中間連結損益計算書） 

前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」に含め

て表示しておりました「営業外手数料」（前中間連結会

計期間6百万円）は、営業外費用の10/100を超えたた

め、当中間連結会計期間より区分掲記することといたし

ました。

        ――――――



次へ 

追加情報 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１．見積もり費用の取扱いについて 

 基幹情報システムの一環としての

原価計算システムが当中間連結会計

期間より更新されることを契機に、

利益管理・原価管理方法についても

見直しを行い、従来、製造間接費と

して製造原価に含めておりました受

注獲得に要する見積もり費用を、個

別的に把握することができることと

なったため、当中間連結会計期間か

ら受注獲得に要する見積もり費用を

製造原価から分離し販売費及び一般

管理費に含めることといたしまし

た。この変更に伴い、従来の方法に

よった場合に比べ、売上総利益が74

百万円増加しております。 

   

２．レンタル事業関連費用の取扱い

について 

 従来、託験サービス事業中のレン

タル事業についてはその事業規模が

小さいこともありレンタル設備の減

価償却費・賃借料等の設備ランニン

グ費用を販売費及び一般管理費に含

めておりましたが、レンタル事業拡

大によりレンタル設備ランニング費

用も増加しその数値的重要性も増し

てきましたので、当中間連結会計期

間より売上原価に含めることに変更

いたしました。この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比べ、売上

総利益が46百万円減少しておりま

す。

─────── １．見積もり費用の取扱いについて 

 基幹情報システムの一環としての

原価計算システムが当連結会計年度

より更新されることを契機に、利益

管理・原価管理方法についても見直

しを行い、従来、製造間接費として

製造原価に含めておりました受注獲

得に要する見積もり費用を、個別的

に把握することができることとなっ

たため、当連結会計年度から受注獲

得に要する見積もり費用を製造原価

から分離し販売費及び一般管理費に

含めることといたしました。この変

更に伴い、従来の方法によった場合

に比べ、売上総利益は138百万円増加

しております。 

   

２．レンタル事業関連費用の取扱い

について 

 従来、託験サービス事業中のレン

タル事業についてはその事業規模が

小さいこともありレンタル設備の減

価償却費・賃借料等の設備のランニ

ング費用を販売費及び一般管理費に

含めておりましたが、レンタル事業

拡大によりレンタル設備のランニン

グ費用も増加しその数値的重要性も

増してきましたので、当連結会計年

度より売上原価に含めることに変更

いたしました。この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比べ、売上

総利益は88百万円減少しておりま

す。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  
前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

8,530百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

8,880百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

8,635百万円

 

 

※２ 担保資産

   担保に供している資産は次の

とおりであります。

定期預金 66百万円

建物及び 
構築物

571百万円

土地 208百万円

計 845百万円

   担保付債務は次のとおりであ

ります。

支払手形及び

買掛金
3百万円

一年以内返 
済予定の長 
期借入金

34百万円

長期借入金 478百万円

計 516百万円

 

※２ 担保資産

   担保に供している資産は次の

とおりであります。

定期預金 4百万円

建物及び
構築物

589百万円

土地 215百万円

投資有価
証券

2百万円

計 811百万円

   担保付債務は次のとおりであ

ります。

支払手形及び

買掛金
3百万円

一年以内返
済予定の長 
期借入金

37百万円

長期借入金 467百万円

計 508百万円

 

 

※２ 担保資産

   担保に供している資産は次の

とおりであります。

定期預金 66百万円

建物及び
構築物

577百万円

土地 211百万円

計 855百万円

   担保付債務は次のとおりであ

ります。

買掛金 0百万円

一年以内返 
済予定の長 
期借入金

36百万円

長期借入金 470百万円

計 507百万円

 ３ 保証債務

   下記の会社に対し、債権流動

化に伴う買い戻し義務を有し

ております。

   株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

65百万円

計 65百万円

 ３ 保証債務

   下記の会社に対し、債権流動

化に伴う買い戻し義務を有し

ております。

   株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

40百万円

計 40百万円

 ３ 保証債務

   下記の会社に対し、債権流動

化に伴う買戻し義務を有して

おります。

   株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

204百万円

計 204百万円

 ４ 受取手形裏書譲渡高は5百万

円であります。

 ４ 受取手形裏書譲渡高は1百万

円であります。

 ４ 受取手形裏書譲渡高は7百万

円であります。

※５ 中間連結会計期間末日 

満期手形

   中間連結会計期間末日の満期

手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当中間

連結会計期間の末日は、金融

機関の休日であったため、次

の満期手形が中間連結会計期

間末日の残高に含まれており

ます。

    受取手形   44百万円

    支払手形   21百万円

※５ 中間連結会計期間末日 

満期手形

   中間連結会計期間末日の満期

手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当中間

連結会計期間の末日は、金融

機関の休日であったため、次

の満期手形が中間連結会計期

間末日の残高に含まれており

ます。

    受取手形    68百万円

    支払手形    95百万円

※５ 連結会計年度末日 

満期手形

   期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもっ

て決済処理しております。な

お、当連結会計年度末日が金

融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が期末残

高に含まれております。

    受取手形   40百万円

    支払手形   52百万円



前へ   次へ 

(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主なもの

給与手当 1,163百万円

開発研究費 922百万円

賞与引当金
繰入額

172百万円

製品保証引
当金繰入額

124百万円

役員賞与引
当金繰入額

19百万円

手数料 447百万円

その他 2,058百万円

計 4,906百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主なもの

給与手当 1,304百万円

開発研究費 1,055百万円

賞与引当金
繰入額

202百万円

製品保証引
当金繰入額

114百万円

貸倒引当金
繰入額

14百万円

役員賞与引
当金繰入額

10百万円

手数料 407百万円

その他 2,151百万円

計 5,262百万円

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主なもの

給与手当 2,712百万円

開発研究費 2,543百万円

賞与引当金
繰入額

175百万円

製品保証引
当金繰入額

258百万円

役員賞与引
当金繰入額

52百万円

手数料 928百万円

その他 4,250百万円

計 10,921百万円

※２ 税効果会計の適用に当たり、

簡便法を採用しているため、

法人税等調整額は「法人税、

住民税及び事業税」に含めて

表示しております。

※２     同左 ※２     ─────

 

※３ 減損損失

   当社グループは、以下の資産

グループについて減損損失を

計上しました。

用途 種類 場所
金額 

(百万円)

遊休 土地
京都府 
福知山市

6

計 6

   当社グループは、事業の種類

別セグメントを基礎として資

産をグルーピングしておりま

す。なお、遊休資産について

は個々の資産単位でグルーピ

ングを行っております。

   上記の資産は、遊休資産であ

り、帳簿価額を回収可能価額

（正味売却価額）まで減額

し、当該減少額（6百万円）

を減損損失として計上しまし

た。

   なお、回収可能価額は不動産

鑑定評価額によっておりま

す。

 

※３ 減損損失

   当社グループは、以下の資産

グループについて減損損失を

計上しました。

用途 種類 場所
金額 

(百万円)

遊休 土地
京都府 

福知山市
4

その他 のれん － 428

計 432

   当社グループは、事業の種類

別セグメントを基礎として資

産をグルーピングしておりま

す。なお、遊休資産について

は個々の資産単位でグルーピ

ングを行っております。 

土地については、市場価格が

著しく下落したことにより帳

簿価額を回収可能価額（正味

売却価額）まで減額し、当該

減少額（4百万円）を減損損

失として計上いたしました。

また、のれんについては、エ

スペックセミテクノロジ株式

会社（同社は平成19年10月15

日をもって解散を決議し、現

在清算手続き中でありま

す。）について、業績の回復

が見込めないことから全額

（428百万円）減損損失とし

て計上いたしました。

   なお、回収可能価額は土地に

ついては不動産鑑定評価額に

よっております。

 

※３ 減損損失

   当社グループは、以下の資産

グループについて減損損失を

計上しました。

用途 種類 場所
金額 

(百万円)

遊休 土地
京都府 

福知山市
11

計 11

   当社グループは、事業の種類

別セグメントを基礎として資

産をグルーピングしておりま

す。なお、遊休資産について

は個々の資産単位でグルーピ

ングを行っております。

   上記の資産は、遊休資産であ

り、帳簿価額を回収可能価額

（正味売却価額）まで減額

し、当該減少額（11百万円）

を減損損失として計上いたし

ました。

   なお、回収可能価額は不動産

鑑定評価額によっておりま

す。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

          ストックオプションの権利行使による増加    18千株 

  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   466株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増しによる減少   120株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  平成14年、平成15年新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

  なお、平成17年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

３ 全ての新株予約権につきましては、会社法の施行日前に付与されたものであるため、残高はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 23,623 18 ― 23,641

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 47,897 466 120 48,243

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当中間連結
会計期間 
末残高 

（百万円）
前連結

会計年度末
増加 減少

当中間連結 
会計期間末

提出会社

平成14年新株予約権 普通株式 29,000 ― 5,000 24,000 ―

平成15年新株予約権 普通株式 107,000 ― 13,000 94,000 ―

平成17年新株予約権 普通株式 485,500 ― ― 485,500 ―

合計 621,500 ― 18,000 603,500 ―

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月27日 
定時株主総会

普通株式 259 11 平成18年３月31日 平成18年６月28日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月14日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 259 11 平成18年９月30日 平成18年12月８日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

          ストックオプションの権利行使による増加     87千株 

  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     468株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の売渡しによる減少     74株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  平成14年新株予約権の減少は、権利行使および権利行使期間終了によるものであります。 

平成15年、平成17年新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

３ 全ての新株予約権につきましては、会社法の施行日前に付与されたものであるため、残高はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 23,662 87 ― 23,750

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 48,636 468 74 49,030

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当中間連結
会計期間 
末残高 

（百万円）
前連結

会計年度末
増加 減少

当中間連結 
会計期間末

提出会社

平成14年新株予約権 普通株式 21,000 ― 21,000 ― ―

平成15年新株予約権 普通株式 76,000 ― 21,000 55,000 ―

平成17年新株予約権 普通株式 485,500 ― 56,500 429,000 ―

合計 582,500 ― 98,500 484,000 ―

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月26日 
定時株主総会

普通株式 259 11 平成19年３月31日 平成19年６月27日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年11月14日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 284 12 平成19年９月30日 平成19年12月11日



前へ   次へ 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

          ストックオプションの権利行使による増加   39千株 

  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    859株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の売渡しによる減少   120株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  平成14年、平成15年新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

  なお、平成17年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

３ 全ての新株予約権につきましては、会社法の施行日前に付与されたものであるため、残高はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 23,623 39 ― 23,662

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 47,897 859 120 48,636

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当連結 
会計年度 
末残高 

（百万円）
前連結

会計年度末
増加 減少

当連結 
会計年度末

提出会社

平成14年新株予約権 普通株式 29,000 ― 8,000 21,000 ―

平成15年新株予約権 普通株式 107,000 ― 31,000 76,000 ―

平成17年新株予約権 普通株式 485,500 ― ― 485,500 ―

合計 621,500 ― 39,000 582,500 ―

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月27日 
定時株主総会

普通株式 259 11 平成18年３月31日 平成18年６月28日

平成18年11月14日 
取締役会

普通株式 259 11 平成18年９月30日 平成18年12月８日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 259 11 平成19年３月31日 平成19年６月27日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び 
預金勘定

4,187百万円

有価証券勘定 999百万円

預入期間が３ヶ
月を超える定期
預金

△186百万円

流動資産「その
他」に含まれる
金銭信託

600百万円

現金及び 
現金同等物

5,600百万円

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び 
預金勘定

4,267百万円

有価証券勘定 499百万円

預入期間が３ヶ
月を超える定期
預金

△163百万円

流動資産「その
他」に含まれる
金銭信託

800百万円

現金及び 
現金同等物

5,403百万円

 

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

現金及び
預金勘定

4,143百万円

有価証券勘定 699百万円

預入期間が３ヶ
月を超える定期
預金

△326百万円

流動資産「その
他」に含まれる

 金銭信託 600百万円

売掛債権
 信託受益権

422百万円

現金及び現金
同等物期末残高

5,538百万円



(リース取引関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

(借主側) 
１  リース物件の所有権が借主に 
   移転すると認められるもの以外
   のファイナンス・リース取引 
 (1) リース物件の取得価額相当額、
   減価償却累計額相当額及び中間
   期末残高相当額

(借主側) 
１ リース物件の所有権が借主に 
  移転すると認められるもの以外 
  のファイナンス・リース取引 
 (1) リース物件の取得価額相当額、
   減価償却累計額相当額及び中間
   期末残高相当額

(借主側)
１ リース物件の所有権が借主に 
  移転すると認められるもの以外 
  のファイナンス・リース取引 
 (1) リース物件の取得価額相当額、
   減価償却累計額相当額及び期末
   残高相当額

取得価額 

相当額 

(百万円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円)

中間期末

残高 

相当額 

(百万円)

機械装置 
及び運搬具

115 65 49

工具器具 
及び備品

719 234 484

ソフト 
ウェア

102 21 80

合計 936 321 614

取得価額

相当額 

(百万円)

減価償却

累計額 

相当額 

(百万円)

中間期末

残高 

相当額 

(百万円)

機械装置 
及び運搬具

85 36 48

工具器具 
及び備品

835 316 518

ソフト 
ウェア

197 87 110

合計 1,118 440 678

 

取得価額 

相当額 

(百万円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円)

期末 

残高 

相当額 

(百万円)

機械装置
及び運搬具

99 51 48

工具器具
及び備品

689 240 448

ソフト
ウェア

111 32 79

合計 900 324 576

   なお、取得価額相当額は、有 
   形固定資産の中間期末残高等 
   に占める未経過リース料中間 
   期末残高の割合が低いため、 
   「支払利子込み法」により算 
   定しております。

同左  なお、取得価額相当額は、有形 
  固定資産の期末残高等に占める 
  未経過リース料期末残高の割合 
  が低いため、「支払利子込み 
  法」により算定しております。

 (2) 未経過リース料中間期末残高
      相当額 
  

  １年以内 225百万円

  １年超 553百万円

  合計 778百万円

 (2) 未経過リース料中間期末残高
   相当額 
  

 １年以内 276百万円

 １年超 545百万円

 合計 822百万円

(2) 未経過リース料期末残高 
   相当額 
  

１年以内 223百万円

１年超 494百万円

合計 718百万円

   なお、未経過リース料中間期 
   末残高相当額は、有形固定資 
   産の中間期末残高等に占める 
   未経過リース料中間期末残高 
   の割合が低いため、「支払利 
   子込み法」により算定してお 
   ります。 
  
 (3) 支払リース料及び減価償却費 
      相当額

 支払リース料 102百万円

 減価償却費 
 相当額

86百万円

       同左
  
  
  
  
  
  
  
 (3) 支払リース料及び減価償却費 
   相当額

支払リース料 132百万円

減価償却費
相当額

109百万円

 なお、未経過リース料期末残高 
  相当額は、有形固定資産の期末 
  残高等に占める未経過リース料 
  期末残高の割合が低いため、 
  「支払利子込み法」により算定 
  しております。  
  
  
 (3) 支払リース料及び減価償却費 
   相当額

支払リース料 223百万円

減価償却費
相当額

186百万円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法
   リース期間を耐用年数とし、 
   残存価額を零とする定額法に 
   よっております。

 (4) 減価償却費相当額の算定方法
       同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法 
        同左

 

２ オペレーティング・リース取引
  未経過リース料

   １年以内 70百万円

   １年超 367百万円

   合計 438百万円

２ オペレーティング・リース取引
  未経過リース料

 １年以内 72百万円

 １年超 342百万円

  合計 415百万円
 

２ オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料

１年以内 71百万円

１年超 338百万円

 合計 409百万円



前へ   次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

(貸主側) 
１ リース物件の所有権が借主に移 
  転すると認められるもの以外のフ
  ァイナンス・リース取引 
 (1) リース物件の取得価額相当 
   額、減価償却累計額相当額及 
   び中間期末残高相当額

(貸主側) 
１ リース物件の所有権が借主に移転
  すると認められるもの以外のファ
  イナンス・リース取引 
 (1) リース物件の取得価額相当 
   額、減価償却累計額相当額及 
   び中間期末残高相当額

(貸主側)
１ リース物件の所有権が借主に移転
  すると認められるもの以外のファ
  イナンス・リース取引 
 (1) リース物件の取得価額相当 
   額、減価償却累計額相当額及 
   び期末残高相当額

 

取得価額

相当額 

(百万円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円)

中間期末

残高 

相当額 

(百万円)

工具器具 
及び備品

132 56 75

 

取得価額

相当額 

(百万円)

減価償却

累計額 

相当額 

(百万円)

中間期末

残高 

相当額 

(百万円)

工具器具 
及び備品

147 66 80

 

取得価額

相当額 

(百万円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円)

期末 

残高 

相当額 

(百万円)

工具器具
及び備品

138 58 79

   なお、取得価額相当額は、営業
   債権の中間期末残高等に占める
   未経過リース料中間期末残高の
   割合が低いため、「受取利子込
   み法」により算定しておりま 
   す。

       同 左   なお、取得価額相当額は、営業
   債権の期末残高等に占める未経
   過リース料期末残高の割合が低
   いため、「受取利子込み法」に
   より算定しております。

 (2) 未経過リース料中間期末残高
      相当額

１年以内 36百万円

１年超 62百万円

 合計 99百万円

 (2) 未経過リース料中間期末残高
   相当額

１年以内 42百万円

１年超 62百万円

 合計 104百万円

(2) 未経過リース料期末残高 
      相当額

１年以内 39百万円

１年超 64百万円

合計 103百万円

   なお、未経過リース料中間期末
   残高相当額は、営業債権の中間
   期末残高等に占める未経過リー
   ス料中間期末残高の割合が低い
   ため、「受取利子込み法」によ
   り算定しております。

       同 左   なお、未経過リース料期末残高
   相当額は、営業債権の期末残高
   等に占める未経過リース料期末
   残高の割合が低いため、「受取
   利子込み法」により算定してお
   ります。

 (3) 受取リース料及び減価償却費
      相当額

受取リース料 18百万円

減価償却費相当
額

14百万円

 (3) 受取リース料及び減価償却費
   相当額

受取リース料 22百万円

減価償却費相当
額

17百万円

(3) 受取リース料及び減価償却費 
      相当額

受取リース料 38百万円

減価償却費相当
額

29百万円

２ オペレーティング・リース取引
  未経過リース料

１年内 119百万円

１年超 4百万円

 合計 124百万円

２ オペレーティング・リース取引
  未経過リース料

１年内 144百万円

１年超 3百万円

 合計 147百万円

２ オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料

１年内 114百万円

１年超 4百万円

合計 118百万円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

その他有価証券 

  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

その他有価証券 

  

 
(注) 中間連結貸借対照表計上額の中には、減損処理を行った有価証券が含まれております。減損額は、当中間連結

会計期間233百万円であります。なお、当該有価証券の減損にあたっては、時価の下落率が30％以上のものを

「著しく下落した」ものと判断しております。ただし、時価の下落率が30％以上であっても50％未満のものに

ついては、過去１年間の市場価格の推移等を考慮し、個々の銘柄ごとに回復可能性を判断し、減損処理を行っ

ております。 

  

種類
取得原価

(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額 
(百万円)

差額

(百万円)

①株式 1,579 2,156 576

②債券 99 100 0

③その他 57 59 2

合計 1,736 2,316 579

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

非上場株式 476

コマーシャルペーパー 999

投資事業組合出資金 152

種類
取得原価

(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額 
(百万円)

差額

(百万円)

①株式 1,729 2,530 800

②債券 ― ― ―

③その他 51 51 0

合計 1,780 2,582 801



２ 時価評価されていない主な有価証券 

その他有価証券 

  

 
  

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

その他有価証券 

  

 
(注) 連結貸借対照表計上額の中には、減損処理を行った有価証券が含まれております。減損額は当連結会計年度93

百万円であります。なお、当該有価証券の減損にあたっては、時価の下落率が30％以上のものを「著しく下落

した」ものと判断しております。ただし、時価の下落率が30％以上であっても50％未満のものについては、過

去１年間の市場価格の推移等を考慮し、個々の銘柄ごとに回復可能性を判断し、減損処理を行っております。 

  

２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

  

 
  

(デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月１日 至平成18年９月30日） 

  該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年4月１日 至平成19年９月30日） 

   該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成18年4月１日 至平成19年３月31日） 

  当社グループはデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

  

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

非上場株式 381

コマーシャルペーパー 499

投資事業組合出資金 111

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

① 株式 1,909 2,545 635

② 債券 ― ― ―

③ その他 146 147 1

合計 2,055 2,693 637

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

非上場株式 383

コマーシャルペーパー 499

マネーマネジメントファンド 200

投資事業組合出資金 137



(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月１日 至平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年4月１日 至平成19年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

ストックオプションの内容、規模およびその変動状況 

(1) ストックオプションの内容 

 
（注）株式数に換算して記載しております。 

  

平成14年 
ストックオプション

平成15年 
ストックオプション

平成17年 
ストックオプション

付与対象者の区分およ
び人数

当社取締役4名、当社執行
役員10名、当社部長職28
名、当社子会社の取締役7
名

当社取締役4名、当社執行
役員10名、当社管理職層
105名、当社子会社の取締
役7名、当社子会社の管理
職層20名

当社取締役3名、当社監査
役1名、当社執行役員12
名、当社従業員152名、当
社子法人等の取締役22
名、当社子法人等の監査
役1名、当社子法人等の従
業員74名

株式の種類別のストッ
ク オ プ シ ョ ン の 株
（注）

普通株式 250,000株 普通株式 359,000株 普通株式 485,500株

付与日 平成14年8月21日 平成15年8月26日 平成17年8月24日

権利確定条件

付与日以降、権利確定日
（平成16年6月30日）まで
継続して勤務しているこ
と。

付与日以降、権利確定日
（平成17年6月30日）まで
継続して勤務しているこ
と。

付与日以降、権利確定日
（平成19年6月30日）まで
継続して勤務しているこ
と。

対象勤務期間
自 平成14年８月21日  
至 平成16年６月30日

自 平成15年８月26日  
至 平成17年６月30日

自 平成17年８月24日 
至 平成19年６月30日

権利行使期間

権利確定後3年以内。ただ
し、権利確定後退職した
場合は、この限りではな
い。

同左 同左



前へ 

(2)ストックオプションの規模およびその変動状況  

当連結会計年度（平成19年3月期）において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。 

①ストックオプションの数 

 
  

②単価情報 

 
  

平成14年 
ストックオプション

平成15年
ストックオプション

平成17年 
ストックオプション

権利確定前 （株）

 前連結会計年度末 ― ― 485,500

 付与 ― ― ―

 失効 ― ― ―

 権利確定 ― ― ―

 未確定残 ― ― 485,500

権利確定後 （株）

 前連結会計年度末 29,000 107,000 ―

 権利確定 ― ― ―

 権利行使 8,000 31,000 ―

 失効 ― ― ―

 未行使残 21,000 76,000 ―

平成14年 
ストックオプション

平成15年
ストックオプション

平成17年 
ストックオプション

権利行使価格  (円） 547 747 1,266

行使時平均株価 （円） 1,633 1,585 ―

付与日における公正な評
価単価    (円）

― ― ―



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、製品及び市場の特性による社内管理区分によりセグメンテーションしております。 

２ 各事業区分の主要な内容は次のとおりであります。 

 (1)環境試験事業・・・・・・・環境試験機器・環境試験装置の製造及び販売、並びにメンテナンス・ 

                設置・移設・周辺工事、託験サービス 

 (2)電子デバイス装置事業・・・FPD装置の製造・販売、半導体装置の製造・販売 

 (3)その他事業・・・・・・・・環境保全事業   

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、在外子会社等の財務諸表

項目のうち収益及び費用については、従来、当該子会社等の中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し

ておりましたが、前連結会計年度下期より期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更いたしまし

た。なお、この変更による前中間連結会計期間のセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

５ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間から「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用しており

ます。なお、この変更による当中間連結会計期間のセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

〔事業区分の変更〕 

事業区分の方法については、従来、製造販売、役務の提供といった事業の機能に着目して「環境試験事

業」、「電子デバイス装置事業」、「環境サービス事業」の３つに区分しておりましたが、第二次経営革新

計画「ESPEC G-Company Plan」が当中間連結会計期間から実施されるのを契機に、製品の種類・性質の類似

性などの観点から事業区分の見直しを行い、「環境試験事業」、「電子デバイス装置事業」、「その他事

業」の３区分に変更いたしました。これは、事業探索費用やアフターサービス等の周辺事業を環境試験機器

あるいは電子デバイス装置の製造販売事業に含めて一つの事業としたほうが事業を管理するうえでのシナジ

ー効果がより高いとの判断で社内管理区分を変更したことに伴うものであります。この結果、従来、「環境

サービス事業」に区分していました環境試験装置に係るアフターサービス事業及び託験サービス事業を「環

境試験事業」に区分することとし、「環境サービス事業」に区分していました新規事業のうち、既存事業と

関連の深いものについてはそれぞれ当該事業に含めることに変更しました。また、従来「環境サービス事

業」に区分されていた事業のうち、他セグメントに移管していない残りの事業については、「その他事業」

を新設し、その中に含めております。なお、当中間連結会計期間において前中間連結会計期間の事業区分に

よった場合の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

  

環境試験 
事業 

(百万円)

電子デバイ
ス装置事業 
(百万円)

その他
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

13,840 5,132 331 19,303 ― 19,303

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

20 274 8 303 (303) ―

計 13,860 5,406 339 19,606 (303) 19,303

営業費用 12,505 5,007 408 17,921 (303) 17,617

営業利益又は 
営業損失（△）

1,355 399 △ 69 1,685 (0) 1,685

環境試験 
事業 

(百万円)

電子デバイ
ス装置事業 
(百万円)

環境サー
ビス事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

11,222 5,132 2,948 19,303 ― 19,303

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

478 274 557 1,310 (1,310) ―

計 11,701 5,406 3,505 20,613 (1,310) 19,303

営業費用 10,621 4,916 3,276 18,814 (1,196) 17,617

営業利益 1,079 490 228 1,798 (113) 1,685



当中間連結会計期間(平成19年４月１日～平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、製品及び市場の特性による社内管理区分によりセグメンテーションしております。 

２ 各事業区分の主要な内容は次のとおりであります。 

 (1)環境試験事業・・・・・・・環境試験機器・環境試験装置の製造及び販売、並びにメンテナンス・ 

                               設置・移設・周辺工事、託験サービス 

 (2)電子デバイス装置事業・・・FPD装置の製造・販売、半導体装置の製造・販売 

 (3)その他事業・・・・・・・・環境保全事業   

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４ 法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施

行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号））に伴い、当中間連結会計期間より、平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資産については改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しており

ます。なお、この変更による当中間連結会計期間のセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

５ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の5％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5％相当額と備忘価額との差額

を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これによる当中間連結会計期間のセ

グメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

環境試験 
事業 

(百万円)

電子デバイ
ス装置事業 
(百万円)

その他
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

14,246 4,538 380 19,165 ― 19,165

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

47 119 9 176 (176) ―

計 14,294 4,657 390 19,342 (176) 19,165

営業費用 13,032 4,846 406 18,286 (176) 18,110

営業利益又は 
営業損失（△）

1,261 △189 △16 1,055 (0) 1,055



前連結会計年度(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、製品及び市場の特性による社内管理区分によりセグメンテーションしております。 

２ 各事業区分の主要な内容は次のとおりであります。 

 (1)環境試験事業・・・・・・・環境試験機器・環境試験装置の製造及び販売、並びにメンテナンス・ 

                設置・移設・周辺工事、託験サービス 

 (2)電子デバイス装置事業・・・FPD装置の製造・販売、半導体装置の製造・販売 

 (3)その他事業・・・・・・・・環境保全事業  

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計期年度から「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用しております。

なお、この変更による当連結会計年度のセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

〔事業区分の変更〕 

事業区分の方法については、従来、製造販売、役務の提供といった事業の機能に着目して「環境試験事

業」、「電子デバイス装置事業」、「環境サービス事業」の３つに区分しておりましたが、第二次経営革新

計画「ESPEC G-Company Plan」が当連結会計年度から実施されるのを契機に、製品の種類・性質の類似性な

どの観点から事業区分の見直しを行い、「環境試験事業」、「電子デバイス装置事業」、「その他事業」の

３区分に変更いたしました。これは、事業探索費用やアフターサービス等の周辺事業を環境試験機器あるい

は電子デバイス装置の製造販売事業に含めて一つの事業としたほうが事業を管理するうえでのシナジー効果

がより高いとの判断で社内管理区分を変更したことに伴うものであります。この結果、従来、「環境サービ

ス事業」に区分していました環境試験装置に係るアフターサービス事業及び託験サービス事業を「環境試験

事業」に区分することとし、「環境サービス事業」に区分していました新規事業のうち、既存事業と関連の

深いものについてはそれぞれ当該事業に含めることに変更しました。また、従来「環境サービス事業」に区

分されていた事業のうち、他セグメントに移管していない残りの事業については、「その他事業」を新設

し、その中に含めております。なお、当連結会計年度において前連結会計年度の事業区分によった場合の事

業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

  

 
  

環境試験 
事業 

(百万円)

電子デバイ
ス装置事業 
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

   売上高

  (1) 外部顧客に対する 
    売上高

30,209 11,493 892 42,595 ― 42,595

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

68 286 18 374 (374) ―

計 30,277 11,780 911 42,969 (374) 42,595

   営業費用 26,739 11,383 918 39,041 (376) 38,665

    営業利益又は営業  
    損失(△)     

3,538 397 △7 3,927 2 3,930

環境試験 
事業 

(百万円)

電子デバイ
ス装置事業 
(百万円)

環境サービス
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

24,270 11,493 6,831 42,595 ― 42,595

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

701 286 1,121 2,110 (2,110) ―

計 24,972 11,780 7,953 44,705 (2,110) 42,595

  営業費用 22,416 10,795 7,620 40,832 (2,167) 38,665

   営業利益 2,555 984 333 3,873 56  3,930



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 
  

 
(注) １ 国または地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

３ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、在外子会社等の財務諸表

項目のうち収益及び費用については、従来、当該子会社等の中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し

ておりましたが、前連結会計年度下期より期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更いたしまし

た。なお、この変更による前中間連結会計期間のセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

当中間連結会計期間(平成19年４月１日～平成19年９月30日) 
  

 
(注) １ 国または地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

３ 法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施

行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号））に伴い、当中間連結会計期間より、平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資産については改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しており

ます。なお、この変更による当中間連結会計期間のセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の5％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5％相当額と備忘価額との差額

を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これによる当中間連結会計期間のセ

グメント情報に与える影響は軽微であります。 
  

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

米国
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 16,728 1,236 1,339 19,303 ― 19,303

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

648 247 5 901 (901) ―

計 17,376 1,483 1,344 20,204 (901) 19,303

  営業費用 15,934 1,313 1,270 18,518 (901) 17,617

   営業利益 1,441 169 74 1,685 ― 1,685

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

米国
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 16,714 1,214 1,236 19,165 ― 19,165

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

605 166 70 842 (842) ―

計 17,320 1,380 1,307 20,008 (842) 19,165

  営業費用 16,367 1,297 1,289 18,954 (844) 18,110

   営業利益 952 83 17 1,053 1 1,055



前連結会計年度(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 
  

 
(注) １ 国または地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

３ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度から「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用しております。な

お、この変更による当連結会計年度のセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

米国
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 37,504 2,437 2,653 42,595 ― 42,595

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,209 533 34 1,777 (1,777) ―

計 38,714 2,970 2,688 44,372 (1,777) 42,595

  営業費用 35,196 2,733 2,550 40,479 (1,814) 38,665

   営業利益 3,518 237 137 3,893 36 3,930



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

２ 国または地域の区分は地理的近接度によっており、各区分に属する主要な国は次のとおりであります。 

(1) アジア…………中国、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、フィリピン、タイ、インドネシア、 

       ベトナム 

(2) その他の地域…米国、ドイツ 

３ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、在外子会社等の財務諸表

項目のうち収益及び費用については、従来、当該子会社等の中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し

ておりましたが、前連結会計年度下期より期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更いたしまし

た。なお、この変更による前中間連結会計期間のセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

当中間連結会計期間(平成19年４月１日～平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

２ 国または地域の区分は地理的近接度によっており、各区分に属する主要な国は次のとおりであります。 

 (1) アジア…………中国、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、フィリピン、タイ、インドネシア、 

 ベトナム 

 (2) その他の地域…米国、ドイツ 

  

前連結会計年度(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

２ 国または地域の区分は地理的近接度によっており、各区分に属する主要な国は次のとおりであります。 

 (1) アジア…………中国、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、フィリピン、タイ、インドネシア、 

 ベトナム 

 (2) その他の地域…米国、ドイツ 

  

  

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,835 1,592 7,427

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 19,303

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

30.2 8.3 38.5

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,969 2,152 7,121

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 19,165

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

25.9 11.2 37.2

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 12,118 3,856 15,974

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 42,595

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

28.4 9.1 37.5



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 
  

 
(重要な後発事象) 

     該当事項はありません。 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 1,266円01銭 １株当たり純資産額 1,303円83銭 １株当たり純資産額 1,327円87銭

１株当たり中間純利益 40円10銭 １株当たり中間純利益 9円66銭 １株当たり当期純利益 106円94銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

39円78銭
潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

9円60銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

106円19銭

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期) 
純利益金額

中間(当期)純利益 
(百万円)

945 228 2,523

普通株主に帰属しない 
金額(百万円)

― ― ―

普通株式に係る 
中間(当期)純利益 
(百万円)

945 228 2,523

普通株式の期中平均 
株式数(千株)

23,583 23,659 23,594

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利
益金額

中間(当期)純利益調整額 
(百万円)

― ― ―

普通株式増加数(千株) 192 135 168

(うち新株予約権(千株)) (192) (135) (168)

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり中間(当期)純利益の算

定に含めなかった潜在株式

の概要

─── ――― ───



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額 
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額 
(百万円)

構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金 1,689 1,544 1,499

   受取手形 ※４ 2,804 3,350 2,813

   売掛金 8,570 8,903 10,873

   有価証券 1,099 499 699

   たな卸資産 2,310 2,143 1,950

   その他 ※３ 1,500 2,040 2,258

   貸倒引当金 △2 △20 △3

   流動資産合計 17,972 51.0 18,462 52.7 20,091 53.4

Ⅱ 固定資産

   有形固定資産 ※１

    建物 2,719 3,043 2,779

    土地 4,230 4,221 4,225

    その他 1,112 752 823

計 8,063 8,017 7,828

   無形固定資産 1,370 1,257 1,315

   投資その他の資産

    投資有価証券 6,329 5,684 6,689

    その他 1,711 1,916 1,908

    貸倒引当金 △173 △308 △176

計 7,867 7,291 8,420

   固定資産合計 17,300 49.0 16,567 47.3 17,565 46.6

   資産合計 35,273 100.0 35,029 100.0 37,656 100.0



前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額 
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額 
(百万円)

構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形 4,383 4,118 4,809

   買掛金 1,585 1,360 1,993

   賞与引当金 362 391 370

   役員賞与引当金 14 ― 34

   製品保証引当金 233 235 246

   その他 ※３ 1,753 1,224 2,197

   流動負債合計 8,331 23.6 7,330 20.9 9,651 25.6

Ⅱ 固定負債

   退職給付引当金 342 112 261

   役員退職慰労引当金 ― 48 ―

   預り保証金 517 583 524

   その他 ― 800 ―

   固定負債合計 859 2.5 1,543 4.4 786 2.1

   負債合計 9,190 26.1 8,873 25.3 10,437 27.7

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 6,830 19.4 6,884 19.7 6,837 18.2

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 7,071 7,125 7,079

  (2) その他資本剰余金 36 36 36

   資本剰余金合計 7,107 20.1 7,161 20.4 7,115 18.9

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 469 469 469

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 9,780 11,280 9,780

    繰越利益剰余金 1,634 737 2,727

   利益剰余金合計 11,884 33.7 12,487 35.7 12,977 34.5

 ４ 自己株式 △51 △0.1 △52 △0.2 △51 △0.1

   株主資本合計 25,771 73.1 26,480 75.6 26,878 71.4

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

340 1.0 471 1.4 373 1.0

 ２ 土地再評価差額金 △29 △0.1 △797 △2.3 △32 △0.1

   評価・換算差額等 
   合計

310 0.9 △325 △0.9 340 0.9

   純資産合計 26,082 73.9 26,155 74.7 27,219 72.3

   負債・純資産合計 35,273 100.0 35,029 100.0 37,656 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

   

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額 
(百万円)

百分比
(％)

金額
(百万円)

百分比
(％)

金額 
(百万円)

百分比
(％)

Ⅰ 売上高 13,027 100.0 12,823 100.0 29,204 100.0

Ⅱ 売上原価 8,361 64.2 8,420 65.7 18,692 64.0

   売上総利益 4,666 35.8 4,403 34.3 10,511 36.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,453 26.5 3,717 29.0 7,839 26.8

   営業利益 1,213 9.3 685 5.3 2,671 9.1

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 17 15 29

   その他 ※３ 245 262 2.0 527 543 4.2 574 604 2.1

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 1 1 5

   その他 ※４ 90 91 0.7 264 266 2.1 159 164 0.6

   経常利益 1,383 10.6 962 7.5 3,111 10.7

Ⅵ 特別利益

   投資有価証券売却益 ― 5 ―

   退職給付制度移行益 ― 95 ―

   受取補償金 ― ― 46

   事業譲渡益 ― ― ― ― 101 0.8 69 115 0.4

Ⅶ 特別損失

   投資有価証券評価損 ― 233 93

   貸倒引当金繰入額 ― 152 ―

   役員退職慰労引当金 
    繰入額

― 48 ―

   減損損失 ※５ 6 4 11

   関係会社株式評価損 ― 1,061 ―

   固定資産除却損 ― 6 0.0 ― 1,500 11.7 24 129 0.4

   税引前中間(当期)純利益 
    又は税引前中間純損失（△）

1,377 10.6 △436 △3.4 3,097 10.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

※２ 574 △204 927

   法人税等調整額 ― 574 4.4 ― △204 △1.6 17 945 3.2

   中間(当期)純利益 

    又は中間純損失（△）
803 6.2 △232 △1.8 2,152 7.4



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 6,823 7,065 36 7,101

中間会計期間中の変動額

 ストックオプション権利行使に 
 伴う新株の発行

6 6 6

 その他 0 0

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

6 6 0 6

平成18年９月30日残高(百万円) 6,830 7,071 36 7,107

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 469 8,480 2,415 11,365 △50 25,240

中間会計期間中の変動額

 ストックオプション権利行使に 
 伴う新株の発行

12

 剰余金の配当 △259 △259 △259

 役員賞与 △28 △28 △28

 中間純利益 803 803 803

 別途積立金の積立 1,300 △1,300 ― ―

 自己株式の取得 △0 △0

 自己株式の処分 0 0

 その他 3 3 3

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― 1,300 △780 519 △0 530

平成18年９月30日残高(百万円) 469 9,780 1,634 11,884 △51 25,771

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 527 △26 501 25,741

中間会計期間中の変動額

 ストックオプション権利行使に 
 伴う新株の発行

12

 剰余金の配当 △259

 役員賞与 △28

 中間純利益 803

 別途積立金の積立 ―

 自己株式の取得 △0

 自己株式の処分 0

 その他 3

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△187 △3 △190 △190

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△187 △3 △190 340

平成18年９月30日残高(百万円) 340 △29 310 26,082



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 6,837 7,079 36 7,115

中間会計期間中の変動額

 ストックオプション権利行使に 
 伴う新株の発行

46 46 46

 自己株式の処分 0 0

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

46 46 0 46

平成19年９月30日残高(百万円) 6,884 7,125 36 7,161

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 469 9,780 2,727 12,977 △51 26,878

中間会計期間中の変動額

 ストックオプション権利行使に 
 伴う新株の発行

92

 剰余金の配当 △259 △259 △259

 中間純損失(△） △232 △232 △232

 別途積立金の積立 1,500 △1,500 ― ―

 自己株式の取得 △0 △0

 自己株式の処分 0 0

 その他 2 2 2

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― 1,500 △1,989 △489 △0 △397

平成19年９月30日残高(百万円) 469 11,280 737 12,487 △52 26,480

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 373 △32 340 27,219

中間会計期間中の変動額

 ストックオプション権利行使に 
 伴う新株の発行

92

 剰余金の配当 △259

 中間純損失(△） △232

 別途積立金の積立 ―

 自己株式の取得 △0

 自己株式の処分 0

 その他 2

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

98 △764 △665 △665

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

98 △764 △665 △1,063

平成19年９月30日残高(百万円) 471 △797 △325 26,155



前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 6,823 7,065 36 7,101

事業年度中の変動額

 ストックオプション権利行使に 
 伴う新株の発行

13 13 13

 剰余金の配当 ―

 役員賞与 ―

 当期純利益 ―

 別途積立金の積立 ―

 自己株式の取得 ―

 自己株式の処分 0 0

 その他 ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

―

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

13 13 0 13

平成19年３月31日残高(百万円) 6,837 7,079 36 7,115

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 469 8,480 2,415 11,365 △50 25,240

事業年度中の変動額

 ストックオプション権利行使に 
 伴う新株の発行

― 27

 剰余金の配当 △518 △518 △518

 役員賞与 △28 △28 △28

 当期純利益 2,152 2,152 2,152

 別途積立金の積立 1,300 △1,300 ― ―

 自己株式の取得 ― △1 △1

 自己株式の処分 ― 0 0

 その他 6 6 6

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

― ―

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

― 1,300 311 1,611 △1 1,638

平成19年３月31日残高(百万円) 469 9,780 2,727 12,977 △51 26,878



次へ 

  

 
  

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 527 △26 501 25,741

事業年度中の変動額

 ストックオプション権利行使に 
 伴う新株の発行

― 27

 剰余金の配当 ― △518

 役員賞与 ― △28

 当期純利益 ― 2,152

 別途積立金の積立 ― ―

 自己株式の取得 ― △1

 自己株式の処分 ― 0

 その他 ― 6

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△154 △6 △160 △160

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

△154 △6 △160 1,477

平成19年３月31日残高(百万円) 373 △32 340 27,219



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及
び評価方法

(1) 有価証券
 ① 子会社株式及び関連

会社株式は、移動平
均法による原価法に
よっております。

(1) 有価証券
 ①   同左

(1) 有価証券
 ①   同左

 ② その他有価証券
   時価のあるものは、

中間決算日の市場価
格等に基づく時価法
(評価差額は、全部
純資産直入法により
処理し、売却原価
は、移動平均法によ
り算定)、時価のな
いものは、移動平均
法による原価法によ
っております。

 ② その他有価証券
     同左

 ② その他有価証券
   時価のあるものは、

決算期末日の市場価
格等に基づく時価法
(評価差額は全部純
資産直入法により処
理し、売却原価は移
動平均法により算
定)、時価のないも
のは、移動平均法に
よる原価法によって
おります。

(2) たな卸資産
 ① 製品、原材料は、総

平均法による原価法
によっております。
製品の一部で個別法
を採っております。

(2) たな卸資産
 ①   同左

(2) たな卸資産
 ①   同左

 ② 仕掛品は、個別原価
計算手続きに基づく
個別法による原価法
によっております。

 ②   同左  ②   同左

２ 固定資産の減価償
却の方法

 

(1) 有形固定資産
  定率法によっておりま

す。
  ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建
物(建物附属設備を除
く)については、定額
法によっております。

  なお主な耐用年数は以
下のとおりでありま
す。
建物 15年～50年

(1) 有形固定資産
同左

(1) 有形固定資産
  定率法によっておりま

す。
  ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建
物(建物附属設備を除
く)については、定額
法によっております。

  なお主な耐用年数は以
下のとおりでありま
す。

       建物 15年～50年

（会計方針の変更） 
法人税法の改正に伴
い、当中間会計期間か
ら、平成19年４月１日
以降に取得したものに
ついては、改正後の法
人税法に基づく方法に
変更しております。 
この変更による損益に
与える影響は軽微であ
ります。 
                   
(追加情報） 
当中間会計期間から、
平成19年３月31日以前
に取得したものについ
ては、償却可能限度額
まで償却が終了した翌
年から５年間で均等償
却する方法によってお
ります。 
これによる損益に与え
る影響は軽微でありま
す。



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 無形固定資産 

定額法によっており

ま す。 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

自社利用のソフトウェ

ア     ５年

(2) 無形固定資産 

   同左

(2) 無形固定資産 
     同左

(3) 投資その他の資産 
  定額法によっておりま 
    す。

(3) 投資その他の資産 

      同左

(3) 投資その他の資産 
          同左

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般

債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能

性を検討し、回収不能

見込額を計上しており

ます。

(1) 貸倒引当金 

      同左 

 

(1) 貸倒引当金 
          同左 
 

(2) 賞与引当金

  従業員への賞与の支払

いに備えるため、支給

見込額基準により計上

しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

  役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度におけ

る支給見込額に基づ

き、当中間会計期間に

見合う分を計上してお

ります。 

（会計方針の変更） 

 当中間会計期間より

「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年11

月29日 企業会計基準

第４号）を適用してお

ります。 

 なお、この変更によ

る当中間会計期間の損

益に与える影響は軽微

であります。

(3) 役員賞与引当金

  役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度におけ

る支給見込額に基づ

き、当中間会計期間に

見合う分を計上してお

ります。 

  なお、当中間会計期間

において計上額はあり

ません。

(3) 役員賞与引当金

  役員に対する賞与の支

給に備えるため、当事

業年度における支給見

込額を計上しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より「役員

賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29

日 企業会計基準第4

号）を適用しておりま

す。なお、この変更に

よる当事業年度の損益
に与える影響は軽微で

あります。

(4) 製品保証引当金

  製品の保証期間に係る

無償のアフターサービ

ス費用の支出に備える

ため、売上高に対する

保証費用の発生経験率

に基づき計上しており

ます。

(4) 製品保証引当金

同左

(4) 製品保証引当金

     同左



    前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日)

    当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

     前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

(5) 退職給付引当金 

従業員への退職給付に

備えるため、当事業年

度末における退職給付

債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間

会計期間末に発生して

いると認められる額を

計上しております。数

理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)によ

る定率法により翌事業

年度から費用処理して

おります。 

(5) 退職給付引当金 

   同左

(5) 退職給付引当金 

従業員への退職給付に

備えるため、当事業年

度末における退職給付

債務及び年金資産の見

込額に基づき、必要額

を計上しております。 

数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)に

よる定率法により翌事

業年度から費用処理し

ております。

  (追加情報） 

従来、適格退職年金制

度を採用しておりまし

たが、当中間会計期間

よりその一部を確定拠

出年金制度へ移行し、

「退職給付制度間の移

行等に関する会計処

理」（企業会計基準適

用指針第１号）を適用

しております。この移

行に伴い特別利益に

「退職給付制度移行

益」を95百万円計上し

ております。



次へ 

     前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

 前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日)

   ―――――― 

  

 

(6) 役員退職慰労引当金 

取締役会において退職

慰労金制度の廃止を決

議しておりますが、現

任役員の役員退職慰労

金制度廃止日までの就

任期間に対応する金額

を引当計上しておりま

す。

   ―――――― 

  

  

（会計方針の変更） 

従来、役員退職慰労金

を支給時に費用処理し

ておりましたが、「租

税特別措置法上の準備

金及び特別法上の引当

金又は準備金並びに役

員退職慰労引当金等に

関する監査上の取扱

い」（監査・保証実務

委員会報告第42号 平

成19年４月13日）の公

表を契機として、当中

間会計期間より現任役

員の役員退職慰労金制

度廃止日までの就任期

間に対応する金額を引

当計上する方法に変更

いたしました。 

この変更により、過年

度相当額48百万円を特

別損失に計上しており

ます。なお、当中間会

計期間の発生額はあり

ません。 

この結果、従来の方法

によった場合と比較し

て、税引前中間純損失

は48百万円増加してお

ります。

４ リース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主
に移転すると認められるも
の以外のファイナンス・リ
ース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によってお
ります。

同左
 

同左 
 

５ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式に

よっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左



会計処理の変更 

  

 
  
  

  

追加情報 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間会計期間より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。また、従来の「資本の

部」の合計に相当する金額は26,082

百万円であります。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

──────── (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 当事業年度より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。また、従来の「資本の

部」の合計に相当する金額は27,219

百万円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

見積もり費用の取扱いについて 

 基幹情報システムの一環としての

原価計算システムが当中間会計期間

より更新されることを契機に、利益

管理・原価管理方法についても見直

しを行い、従来、製造間接費として

製造原価に含めておりました受注獲

得に要する見積もり費用を、個別的

に把握することができることとなっ

たため、当中間会計期間から受注獲

得に要する見積もり費用を製造原価

から分離し販売費及び一般管理費に

含めることといたしました。この変

更に伴い、従来の方法によった場合

に比べ、売上総利益が74百万円増加

しております。

──────── 見積もり費用の取扱いについて 

 基幹情報システムの一環としての

原価計算システムが当事業年度より

更新されることを契機に、利益管

理・原価管理方法についても見直し

を行い、従来、製造間接費として製

造原価に含めておりました受注獲得

に要する見積もり費用を、個別的に

把握することができることとなった

ため、当事業年度から受注獲得に要

する見積もり費用を製造原価から分

離し販売費及び一般管理費に含める

ことといたしました。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比

べ、売上総利益は138百万円増加し

ております。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

6,953百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

7,121百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

6,982百万円

 

 ２ 保証債務

   他の会社の金融機関等からの

借入及びリース会社とのリー

ス取引に対して次のとおり債

務保証を行っております。

   上海愛斯佩克環境設備有限公

司(中国)

銀行借入金 179百万円

リース債務 0百万円

計 179百万円

 ２ 保証債務

   他の会社の金融機関等からの

借入及び営業保証状の差入れ

に対して次のとおり債務保証

を行っております。

   上海愛斯佩克環境設備有限公

司(中国)

銀行借入金 194百万円

ESPEC KOREA CORP.(韓国)

営業保証金 66百万円

計 261百万円

 

 ２ 保証債務

   他の会社の金融機関等からの

借入及び営業保証状の差入れ

に対して次のとおり債務保証

を行っております。

   上海愛斯佩克環境設備有限公

司(中国)

銀行借入金 183百万円

   ESPEC KOREA CORP.（韓国）

営業保証金 73百万円

計 256百万円

   下記の会社に対し、債権流動

化に伴う買い戻し義務を有し

ております。

   株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

65百万円

 計 65百万円

   下記の会社に対し、債権流動

化に伴う買い戻し義務を有し

ております。

   株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

40百万円

 計 40百万円

   下記の会社に対し、債権流動

化に伴う買戻し義務を有して

おります。

   株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

204百万円

※３ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、流動資産

の「その他」に含めて表示し

ております。

※３ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、流動負債

の「その他」に含めて表示し

ております。

※３  ──────

※４ 中間会計期間末日満期手形

   中間会計期間末日の満期手形

の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理して

おります。なお、当中間会計

期間の末日は、金融機関の休

日であったため、次の満期手

形が、中間会計期間末日の残

高に含まれております。

    受取手形   9百万円

※４ 中間会計期間末日満期手形

   中間会計期間末日の満期手形

の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理して

おります。なお、当中間会計

期間の末日は、金融機関の休

日であったため、次の満期手

形が、中間会計期間末日の残

高に含まれております。

    受取手形    33百万円

※４ 期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもっ

て決済処理しております。な

お、当事業年度末日が金融機

関の休日であったため、次の

期末日満期手形が期末残高に

含まれております。

    受取手形    4百万円



前へ   次へ 

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 １ 減価償却実施額

有形固定資産 167百万円

無形固定資産 147百万円

 １ 減価償却実施額

有形固定資産 198百万円

無形固定資産 159百万円

 １ 減価償却実施額

有形固定資産 354百万円

無形固定資産 303百万円

※２ 税効果会計の適用に当たり、

簡便法を採用しているため、

法人税等調整額は「法人税、

住民税及び事業税」に含めて

表示しております。

※２     同左 ───

─── ※３ 営業外収益のその他の主要 

   項目 

     受取配当金    391百万円

───

─── ※４ 営業外費用のその他の主要 

   項目 

     新規事業開発損失 196百万円

───

 

※５ 減損損失

   当社は、以下の資産グループ

について減損損失を計上しま

した。

用途 種類 場所
金額 

(百万円)

遊休 土地
京都府 
福知山市

6

計 6

   当社は、事業の種類別セグメ

ントを基礎として資産をグル

ーピングしております。な

お、遊休資産については個々

の資産単位でグルーピングを

行っております。 

上記の資産は、遊休資産であ

り、帳簿価額を回収可能価額

（正味売却価額）まで減額

し、当該減少額（6百万円）

を減損損失として計上しまし

た。 

なお、回収可能価額は不動産

鑑定評価額によっておりま

す。

 

※５ 減損損失

   当社は、以下の資産グループ

について減損損失を計上しま

した。

用途 種類 場所
金額

(百万円)

遊休 土地
京都府
福知山市

4

計 4

 

      当社は、事業の種類別セグメ

ントを基礎として資産をグル

ーピングしております。な

お、遊休資産については個々

の資産単位でグルーピングを

行っております。 

上記の資産は、遊休資産であ

り、帳簿価額を回収可能価額

（正味売却価額）まで減額

し、当該減少額（4百万円）

を減損損失として計上いたし

ました。 

なお、回収可能価額は不動産

鑑定評価額によっておりま

す。 

 

 

※５ 減損損失

   当社は、以下の資産グループ

について減損損失を計上しま

した。

用途 種類 場所
金額 

(百万円)

遊休 土地
京都府 
福知山市

11

計 11

   当社は、事業の種類別セグメ

ントを基礎として資産をグル

ーピングしております。な

お、遊休資産については個々

の資産単位でグルーピングを

行っております。 

上記の資産は、遊休資産であ

り、帳簿価額を回収可能価額

（正味売却価額）まで減額

し、当該減少額（11百万円）

を減損損失として計上いたし

ました。 

なお、回収可能価額は不動産

鑑定評価額によっておりま

す。



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   466株 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増しによる減少   120株 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   468株 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の売渡しによる減少    74株 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加    859株 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の売渡しによる減少   120株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 47,897 466 120 48,243

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 48,636 468 74 49,030

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 47,897 859 120 48,636



(リース取引関係) 

 
(有価証券関係) 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移転
  すると認められるもの以外のファ
  イナンス・リース取引 
 (1) リース物件の取得価額相当額、
   減価償却累計額相当額及び中間
   期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移転
  すると認められるもの以外のファ
  イナンス・リース取引 
 (1) リース物件の取得価額相当額、
   減価償却累計額相当額及び中間
   期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移転
  すると認められるもの以外のファ
  イナンス・リース取引 
 (1) リース物件の取得価額相当額、
   減価償却累計額相当額及び期末
   残高相当額

 

取得価額 

相当額 

(百万円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円)

中間期末

残高 

相当額 

(百万円)

機械 
及び装置

43 39 3

工具器具 
及び備品

103 69 34

車両及び 
運搬具

25 10 15

ソフト 
ウェア

98 20 77

合計 270 140 130

 

取得価額

相当額 

(百万円)

減価償却

累計額 

相当額 

(百万円)

中間期末

残高 

相当額 

(百万円)

機械 
及び装置

7 0 6

工具器具 
及び備品

128 34 94

車両及び 
運搬具

22 12 9

ソフト 
ウェア

191 86 104

合計 350 134 215
 

取得価額 

相当額 

(百万円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円)

期末残高

相当額 

(百万円)

工具器具
及び備品

51 16 34

車両及び
運搬具

25 13 12

ソフト
ウェア

107 31 76

合計 184 61 123

   なお取得価額相当額は、有形 
      固定資産の中間期末残高等に 
      占める未経過リース料中間期末
      残高の割合が低いため、「支払
      利子込み法」により算定してお
      ります。

同左
 

  なお取得価額相当額は、有形固
      定資産の期末残高等に占める未
      経過リース料期末残高の割合が
      低いため、「支払利子込み法」
      により算定しております。

 

 (2) 未経過リース料中間期末残高 
      相当額

１年以内 44百万円

１年超 86百万円

 合計 130百万円
 

 (2) 未経過リース料中間期末残高
      相当額

１年以内 74百万円

１年超 141百万円

 合計 215百万円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額
 

１年以内 38百万円

１年超 84百万円

合計 123百万円

    なお、未経過リース料中間期
    末残高相当額は、未経過リー
    ス料中間期末残高の有形固定
    資産の中間期末残高等に占め
    る割合が低いため、「支払利
    子込み法」により算定してお
    ります。 
(3) 支払リース料及び減価償却費 
  相当額 
 

支払リース料 30百万円

減価償却費 
相当額

30百万円

              同左
  
  
  
  
  
  
(3) 支払リース料及び減価償却費 
  相当額 
 

支払リース料 33百万円

減価償却費 
相当額

33百万円

  なお、未経過リース料期末残 
    高相当額は、未経過リース料 
    期末残高の有形固定資産の期 
    末残高等に占める割合が低い 
    ため、「支払利子込み法」に 
    より算定しております。 
  
(3) 支払リース料及び減価償却費 
  相当額 
 

支払リース料 56百万円

減価償却費
相当額

56百万円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 
   リース期間を耐用年数とし、残
   存価額を零とする定額法によっ
   ております。

 (4) 減価償却費相当額の算定方法
       同左 
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 
       同左 
 

２ オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 
 

１年以内 11百万円

１年超 80百万円

 合計 91百万円

２ オペレーティング・リース取引
  未経過リース料 
 

１年以内 11百万円

１年超 69百万円

 合計 80百万円

２ オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 
 

１年以内 11百万円

１年超 74百万円

合計 85百万円



前へ   次へ 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

前事業年度末(平成19年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 



前へ 

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

  

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

子会社の解散

 当社は、平成18年12月18日開催の

取締役会において、平成19年3月31

日をもって100％出資子会社である

下記の会社を解散することを決議い

たしました。 

(1) 会社の名称 

 エスペック関西株式会社 

(2) 所在地 

 京都市右京区西院溝崎町8番地 

(3) 事業内容 

 環境試験器等の販売 

(4) 解散の理由 

 内部統制の整備や決算発表の早期

化に代表されるように、より高度な

連結経営が求められるようになった

昨今の情勢を鑑み、関係会社を整

理・統合し、効率化を図るものであ

ります。 

 なお、清算配当金については現時

点で未確定でありますが、上記会社

の平成18年9月30日現在の財政状態

は以下のとおりであります。 

 総資産  567百万円 

 総負債  294百万円 

 純資産  273百万円

─────

 
─────



(2) 【その他】 

平成19年11月14日開催の取締役会において、第55期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

 
  

  

(1) 中間配当金の総額 284百万円

(2) １株当たり中間配当金 12円00銭

(3) 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成19年12月11日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第54期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年６月27日 
関東財務局長に提出。

臨時報告書
内閣府令第19条第２項第９号(代表取締
役の異動）の規定に基づく提出。

平成19年10月３日 
関東財務局長に提出。

訂正報告書 上記有価証券報告書の訂正報告書。
平成19年10月23日 
関東財務局長に提出。

臨時報告書
内閣府令第19条第２項第12号（財政状
態及び経営成績に著しい影響を与える
事象）の規定に基づく提出。

平成19年11月14日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月22日

エスペック株式会社 

 

  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているエスペック株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、エスペック株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

   

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  仲  尾  彰  記  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  和  田  朝  喜  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別
途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月25日

エスペック株式会社 

 

  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているエスペック株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間

連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結

貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、エスペック株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

   

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  仲  尾  彰  記  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  和  田  朝  喜  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別
途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月22日

エスペック株式会社 

 

  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているエスペック株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第54期事業年度の中間会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、エスペック株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

   

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  仲  尾  彰  記  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  和  田  朝  喜  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月25日

エスペック株式会社 

 

  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているエスペック株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第55期事業年度の中

間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、エスペック株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

   

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  仲  尾  彰  記  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  和  田  朝  喜  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。
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